
議案第２号 

 

   専決処分の承認を求めることについて（匝瑳市税条例の一部を改正する条

例の制定について） 

 

 地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第１７９条第１項の規定により別紙の

とおり専決処分したので、同条第３項の規定によりこれを報告し、承認を求める。 

 

 

  令和５年６月２日提出 

 

 

匝瑳市長  宮 内  康 幸   

 

 

 





 

 

専   決   処   分   書 

 

匝瑳市税条例の一部を改正する条例について、地方自治法（昭和２２年法律第

６７号）第１７９条第１項の規定により次のとおり専決処分する。 

 

  令和５年３月３１日 

 

匝瑳市長  宮 内  康 幸   
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匝瑳市条例第１６号 

 

   匝瑳市税条例の一部を改正する条例 

 

 匝瑳市税条例（平成１８年匝瑳市条例第５０号）の一部を次のように改正する。 

第３４条の９第２項中「又は」の次に「当該控除することができなかった金額

のうち法第３１４条の９第２項後段に規定する還付をすべき金額により」を加え、

「の同項の」を「の前項の」に、「若しくは市民税に充当し」を「、個人の市民税

若しくは森林環境税を納付し、若しくは納入し」に、「に充当する」を「を納付し、

若しくは納入する」に改める。 

第３６条の３の２第５項中「第３項」を「第４項」に改め、同項を同条第６項

とし、同条第４項中「第２項」を「第３項」に改め、同項を同条第 5 項とし、同

条第３項中「前２項」を「第１項及び前項」に改め、同項を同条第４項とし、同

条第２項中「前項」を「第１項」に改め、同項を同条第３項とし、同条第１項の

次に次の１項を加える。 

２ 前項又は法第３１７条の３の２第１項の規定による申告書を給与支払者を経

由して提出する場合において、当該申告書に記載すべき事項がその年の前年に

おいて当該給与支払者を経由して提出した前項又は法第３１７条の３の２第

１項の規定による申告書（その者が当該前年の中途において次項の規定による

申告書を当該給与支払者を経由して提出した場合には、当該前年の最後に提出

した同項の規定による申告書）に記載した事項と異動がないときは、給与所得

者は、施行規則で定めるところにより、前項又は法第３１７条の３の２第１項

の規定により記載すべき事項に代えて当該異動がない旨を記載した前項又は

法第３１７条の３の２第１項の規定による申告書を提出することができる。 

第３８条の見出し中「方法」を「方法等」に改め、同条第１項中「によって」

を「により」に改め、同条に次の１項を加える。 

３ 森林環境税は、当該個人の市民税の均等割を賦課し、及び徴収する場合に併

せて賦課し、及び徴収する。 

第４１条中「及び」を「、個人の」に、「の合算額」を「及び森林環境税額の

合算額」に、「によって」を「により」に改める。 
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第４４条第１項各号列記以外の部分中「によって」を「により」に、「におい

ては」を「には」に改め、「均等割額」の次に「（これと併せて賦課徴収を行う森

林環境税額を含む。次項及び第５項において同じ。）」を加え、同条第２項中「に

おいては」を「には」に、「によって」を「により」に改め、同条第３項、第５項

及び第６項中「によって」を「により」に改める。 

第４６条中「第５号の１５様式」の次に「又は第５号の１５の２様式」を加え、

「によって」を「により」に改める。 

第４７条第１項中「によって」を「により」に、「においては」を「には」に

改め、同条第２項中「通知によって」を「通知により」に、「第１７条の２の規定

によって」を「第１７条の２の２第１項第２号に規定する市町村徴収金関係過誤

納金とみなして、同条第３項、第６項及び第７項の規定を適用することができる

ものとし、当該市町村徴収金関係過誤納金により」に、「に充当する」を「を納付

し、又は納入することを委託したものとみなす」に改める。 

第４７条の２第１項中「によって徴収することが」を「により徴収することが」

に、「においては」を「には」に改め、「及び均等割額」の次に「（これと併せて賦

課徴収を行う森林環境税額を含む。以下この条及び第４７条の５において同じ。）」

を加え、「によって徴収する場合においては」を「により徴収する場合には」に、

「によって徴収する。」を「により徴収する。」に改め、同項第２号及び同条第２

項中「によって」を「により」に改める。 

第４７条の６第１項中「によって」を「により」に、「においては」を「には」

に改め、同条第２項中「方法によって」を「方法により」に、「第１７条の２の規

定によって」を「第１７条の２の２第１項第２号に規定する市町村徴収金関係過

誤納金とみなして、同条第３項、第６項及び第７項の規定を適用することができ

るものとし、当該市町村徴収金関係過誤納金により」に、「に充当する」を「を納

付し、又は納入することを委託したものとみなす」に改める。 

第４８条第１項及び第５項中「第２２号の４様式」の次に「又は第２２号の４

の２様式」を加える。 

第５０条第１項中「第２２号の４様式」の次に「又は第２２号の４の２様式」

を加え、同条第２項中「においては」を「には」に改める。 

第８２条第１号エ中「及び」を「、」に改め、「３輪のもの」の次に「及び道路
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運送車両の保安基準（昭和２６年運輸省令第６７号）第１条第１項第１３号の６

に規定する特定小型原動機付自転車」を加える。 

第９８条第１項及び第５項並びに第１０１条第１項中「第３４号の２の５様

式」の次に「又は第３４号の２の５の２様式」を加える。 

附則第８条第１項中「令和６年度」を「令和９年度」に改める。 

附則第１０条中「、第６３条又は第６４条」を「又は第６３条」に、「、第６

３条若しくは第６４条」を「若しくは第６３条」に改める。 

附則第１０条の２第３項中「附則第１５条第１５項」を「附則第１５条第１４

項」に改め、同条第４項中「附則第１５条第２２項」を「附則第１５条第２１項」

に改め、同条第５項中「附則第１５条第２３項第１号」を「附則第１５条第２２

項第１号」に改め、同条第６項中「附則第１５条第２３項第２号」を「附則第１

５条第２２項第２号」に改め、同条第７項中「附則第１５条第２３項第３号」を

「附則第１５条第２２項第３号」に改め、同条第８項中「附則第１５条第２４項

第１号」を「附則第１５条第２３項第１号」に改め、同条第９項中「附則第１５

条第２４項第２号」を「附則第１５条第２３項第２号」に改め、同条第１０項中

「附則第１５条第２６項第１号イ」を「附則第１５条第２５項第１号イ」に改め、

同条第１１項中「附則第１５条第２６項第１号ロ」を「附則第１５条第２５項第

１号ロ」に改め、同条第１２項中「附則第１５条第２６項第１号ハ」を「附則第

１５条第２５項第１号ハ」に改め、同条第１３項中「附則第１５条第２６項第１

号ニ」を「附則第１５条第２５項第１号ニ」に改め、同条第１４項中「附則第１

５条第２６項第２号イ」を「附則第１５条第２５項第２号イ」に改め、同条第１

５項中「附則第１５条第２６項第２号ロ」を「附則第１５条第２５項第２号ロ」

に改め、同条第１６項中「附則第１５条第２６項第２号ハ」を「附則第１５条第

２５項第２号ハ」に改め、同条第１７項中「附則第１５条第２６項第３号イ」を

「附則第１５条第２５項第３号イ」に改め、同条第１８項中「附則第１５条第２

６項第３号ロ」を「附則第１５条第２５項第３号ロ」に改め、同条第１９項中「附

則第１５条第２６項第３号ハ」を「附則第１５条第２５項第３号ハ」に改め、同

条第２０項中「附則第１５条第２９項」を「附則第１５条第２８項」に改め、同

条第２１項中「附則第１５条第３３項」を「附則第１５条第３２項」に改め、同

条第２２項中「附則第１５条第３４項」を「附則第１５条第３３項」に改め、同
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条第２３項中「附則第１５条第３９項」を「附則第１５条第３８項」に改め、同

条第２４項中「附則第１５条第４３項」を「附則第１５条第４２項」に改め、同

条第２５項中「附則第１５条第４４項」を「附則第１５条第４３項」に改め、同

条第２７項を削り、第２６項の次に次の１項を加える。 

２７ 法附則第１５条の９の３第１項に規定する市町村の条例で定める割合は３

分の１とする。 

附則第１０条の３第１３項を同条第１４項とし、同条第１２項中「附則第７条

第１３項」を「附則第７条第１７項」に改め、同項を同条第１３項とし、同条第

１１項の次に次の１項を加える。 

１２ 法附則第１５条の９の３第１項に規定する特定マンションに係る区分所

有に係る家屋について、同項の規定の適用を受けようとする者は、当該特定マ

ンションに係る同項に規定する工事が完了した日から３月以内に、次に掲げる

事項を記載した申告書に施行規則附則第７条第１６項各号に掲げる書類を添

付して市長に提出しなければならない。 

（１） 納税義務者の住所、氏名又は名称及び個人番号又は法人番号（個人番

号又は法人番号を有しない者にあっては、住所及び氏名又は名称） 

（２） 家屋の所在、家屋番号、種類及び床面積 

（３） 家屋の建築年月日及び登記年月日 

（４） 当該工事が完了した年月日 

（５） 当該工事が完了した日から３月を経過した後に申告書を提出する場合

には、３月以内に提出することができなかった理由 

附則第１０条の４第２項中「令和３年度分及び令和４年度分」を「令和５年度

分及び令和６年度分」に改める。 

附則第１５条の２を削る。 

附則第１５条の２の２第４項中「１００分の１０」を「１００分の３５」に改

め、同条を附則第１５条の２とする。 

附則第１５条の６第３項を削る。 

附則第１６条第１項中「第８項」を「第４項」に改め、同条第２項中「令和２

年４月１日から令和３年３月３１日まで」を「令和４年４月１日から令和８年３

月３１日まで」に、「令和３年度分」を「、当該初回車両番号指定を受けた日の属



 

- 5 - 

する年度の翌年度分」に改め、同条第３項から第６項までを削り、同条第７項中

「附則第３０条第７項」を「附則第３０条第３項」に、「３輪以上のガソリン軽自

動車」を「３輪以上の法第４４６条第１項第３号に規定するガソリン軽自動車（以

下この項及び次項において「ガソリン軽自動車」という。）」に改め、「、当該ガソ

リン軽自動車が令和３年４月１日から令和４年３月３１日までの間に初回車両番

号指定を受けた場合には令和４年度分の軽自動車税の種別割に限り」を削り、「令

和５年３月３１日」を「令和８年３月３１日」に、「令和５年度分」を「、当該初

回車両番号指定を受けた日の属する年度の翌年度分」に、「第３項の表の左欄に掲

げる同条の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の右欄に掲げる字句」

を「同条第２号ア（イ）中「３，９００円」とあるのは「２，０００円」と、同

号ア（ウ）①中「６，９００円」とあるのは「３，５００円」」に改め、同項を同

条第３項とし、同条第８項中「附則第３０条第８項」を「附則第３０条第４項」

に改め、「、当該ガソリン軽自動車が令和３年４月１日から令和４年３月３１日ま

での間に初回車両番号指定を受けた場合には令和４年度分の軽自動車税の種別割

に限り」を削り、「令和５年３月３１日」を「令和７年３月３１日」に、「令和５

年度分」を「、当該初回車両番号指定を受けた日の属する年度の翌年度分」に、

「第４項の表の左欄に掲げる同条の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ

同表の右欄に掲げる字句」を「同条第２号ア（イ）中「３，９００円」とあるの

は「３，０００円」と、同号ア（ウ）①中「６，９００円」とあるのは「５，２

００円」」に改め、同項を同条第４項とする。 

附則第１６条の２第１項中「第８項」を「第４項」に改め、同条第３項中「１

００分の１０」を「１００分の３５」に改める。 

附則第１７条の２第１項及び第２項中「令和５年度」を「令和８年度」に改め

る。 

附則第２５条中「。次条において「新型コロナウイルス感染症特例法」という。」

を削る。 

附 則 

（施行期日） 

第１条 この条例は、令和５年４月１日から施行する。ただし、次の各号に掲げ

る規定は、当該各号に定める日から施行する。 
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（１） 第８２条第１号エの改正規定及び附則第４条第１項の規定（この条例

による改正後の匝瑳市税条例（以下「新条例」という。）附則第１６条の２

第３項に係る部分を除く。） 令和５年７月１日 

（２） 第３４条の９第２項並びに第３８条の見出し及び同条第１項の改正規

定、同条に１項を加える改正規定並びに第４１条、第４４条、第４７条、第

４７条の２及び第４７条の６の改正規定並びに附則第１５条の２の２の改

正規定（同条第４項中「１００の１０」を「１００の３５」に改める部分に

限る。）及び附則第１６条の２第３項の改正規定並びに次条第１項並びに附

則第４条第１項（新条例附則第１６条の２第３項に係る部分に限る。）及び

第３項の規定 令和６年１月１日 

（３） 第３６条の３の２の改正規定及び次条第２項の規定 令和７年１月１

日 

（市民税に関する経過措置） 

第２条 前条第２号に掲げる規定による改正後の匝瑳市税条例の規定中個人の市

民税に関する部分は、令和６年度分以後の年度分の個人の市民税について適用

し、令和５年度分までの個人の市民税については、なお従前の例による。 

２ 新条例第３６条の３の２第２項の規定は、令和７年１月１日以後に支払を受

けるべき匝瑳市税条例第３６条の３の２第１項に規定する給与（以下この項に

おいて「給与」という。）について提出する同条第１項の規定による申告書に

ついて適用し、同日前に支払を受けるべき給与について提出した同項の規定に

よる申告書については、なお従前の例による。 

（固定資産税に関する経過措置） 

第３条 次項に定めるものを除き、新条例の規定中固定資産税に関する部分は、

令和５年度以後の年度分の固定資産税について適用し、令和４年度分までの固

定資産税については、なお従前の例による。 

２ 令和３年４月１日から令和５年３月３１日までの期間（以下この項において

「適用期間」という。）内に地方税法等の一部を改正する法律（令和３年法律

第７号）附則第１条第４号に掲げる規定による改正前の地方税法（昭和２５年

法律第２２６号）附則第６４条に規定する中小事業者等（以下この項において

「中小事業者等」という。）が取得（同条に規定する取得をいう。以下この項
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において同じ。）をした同条に規定する特例対象資産（以下この項において「特

例対象資産」という。）（中小事業者等が、同条に規定するリース取引（以下こ

の項において「リース取引」という。）に係る契約により特例対象資産を引き

渡して使用させる事業を行う者が適用期間内に取得をした同条に規定する先

端設備等に該当する特例対象資産を、適用期間内にリース取引により引渡しを

受けた場合における当該特例対象資産を含む。）に対して課する固定資産税に

ついては、なお従前の例による。 

（軽自動車税に関する経過措置） 

第４条 新条例第８２条第１号エ及び附則第１６条の２第３項の規定は、令和６

年度以後の年度分の軽自動車税の種別割について適用し、令和５年度分までの

軽自動車税の種別割については、なお従前の例による。 

２ 令和元年１０月１日から令和３年１２月３１日までの間に取得されたこの条

例による改正前の匝瑳市税条例附則第１５条の２及び第１５条の６第３項に

規定する３輪以上の軽自動車に対して課する軽自動車税の環境性能割につい

ては、なお従前の例による。 

３ 新条例附則第１５条の２第４項の規定は、附則第１条第２号に掲げる規定の

施行の日以後に取得された３輪以上の軽自動車に対して課すべき軽自動車税

の環境性能割について適用し、同日前に取得された３輪以上の軽自動車に対し

て課する軽自動車税の環境性能割については、なお従前の例による。 

４ 新条例附則第１６条の規定は、令和５年度以後の年度分の軽自動車税の種別

割について適用し、令和４年度分までの軽自動車税の種別割については、なお

従前の例による。 
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 （
参
考
）
 

匝
瑳
市
税
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
新
旧
対
照
表
 

改
 
 
 
 
 
 
 
正
 
 
 
 
 
 
 
後
 

改
 
 
 
 
 
 
 
正
 
 
 
 
 
 
 
前
 

第
１
条
～
第
３
４
条
の
８
 
略
 

（
配
当
割
額
又
は
株
式
等
譲
渡
所
得
割
額
の
控
除
）
 

第
３
４
条
の
９
 
略
 

２
 
前
項
の
規
定
に
よ
り
控
除
さ
れ
る
べ
き
額
で
同
項
の
所
得
割
の
額
か
ら
控
除
す
る
こ
と
が
で

き
な
か
っ
た
金
額
が
あ
る
と
き
は
、
当
該
控
除
す
る
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
金
額
は
、
令
第
４

８
条
の
９
の
３
か
ら
第
４
８
条
の
９
の
６
ま
で
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
同
項
の
納
税
義
務

者
に
対
し
そ
の
控
除
す
る
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
金
額
を
還
付
し
、
又
は
当
該
控
除
す
る
こ
と

が
で
き
な
か
っ
た
金
額
の
う
ち
法
第
３
１
４
条
の
９
第
２
項
後
段
に
規
定
す
る
還
付
を
す
べ
き

金
額
に
よ
り
当
該
納
税
義
務
者
の
前
項
の
確
定
申
告
書
に
係
る
年
の
末
日
の
属
す
る
年
度
の
翌

年
度
分
の
個
人
の
県
民
税
、
個
人
の
市
民
税
若
し
く
は
森
林
環
境
税
を
納
付
し
、
若
し
く
は
納

入
し
、
若
し
く
は
当
該
納
税
義
務
者
の
未
納
に
係
る
徴
収
金
を
納
付
し
、
若
し
く
は
納
入
す
る
。 

３
 
略
 

第
３
５
条
～
第
３
６
条
の
３
 
略
 

（
個
人
の
市
民
税
に
係
る
給
与
所
得
者
の
扶
養
親
族
等
申
告
書
）
 

第
３
６
条
の
３
の
２
 
略
 

２
 
前
項
又
は
法
第
３
１
７
条
の
３
の
２
第
１
項
の
規
定
に
よ
る
申
告
書
を
給
与
支
払
者
を
経
由

し
て
提
出
す
る
場
合
に
お
い
て
、
当
該
申
告
書
に
記
載
す
べ
き
事
項
が
そ
の
年
の
前
年
に
お
い

て
当
該
給
与
支
払
者
を
経
由
し
て
提
出
し
た
前
項
又
は
法
第
３
１
７
条
の
３
の
２
第
１
項
の
規

定
に
よ
る
申
告
書
（
そ
の
者
が
当
該
前
年
の
中
途
に
お
い
て
次
項
の
規
定
に
よ
る
申
告
書
を
当

該
給
与
支
払
者
を
経
由
し
て
提
出
し
た
場
合
に
は
、
当
該
前
年
の
最
後
に
提
出
し
た
同
項
の
規

定
に
よ
る
申
告
書
）
に
記
載
し
た
事
項
と
異
動
が
な
い
と
き
は
、
給
与
所
得
者
は
、
施
行
規
則

で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
前
項
又
は
法
第
３
１
７
条
の
３
の
２
第
１
項
の
規
定
に
よ
り
記
載

す
べ
き
事
項
に
代
え
て
当
該
異
動
が
な
い
旨
を
記
載
し
た
前
項
又
は
法
第
３
１
７
条
の
３
の
２

第
１
項
の
規
定
に
よ
る
申
告
書
を
提
出
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
 

３
 
第
１
項
又
は
法
第
３
１
７
条
の
３
の
２
第
１
項
の
規
定
に
よ
る
申
告
書
を
提
出
し
た
給
与
所

得
者
で
市
内
に
住
所
を
有
す
る
も
の
は
、
そ
の
年
の
中
途
に
お
い
て
当
該
申
告
書
に
記
載
し
た

第
１
条
～
第
３
４
条
の
８
 
略
 

（
配
当
割
額
又
は
株
式
等
譲
渡
所
得
割
額
の
控
除
）
 

第
３
４
条
の
９
 
略
 

２
 
前
項
の
規
定
に
よ
り
控
除
さ
れ
る
べ
き
額
で
同
項
の
所
得
割
の
額
か
ら
控
除
す
る
こ
と
が
で

き
な
か
っ
た
金
額
が
あ
る
と
き
は
、
当
該
控
除
す
る
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
金
額
は
、
令
第
４

８
条
の
９
の
３
か
ら
第
４
８
条
の
９
の
６
ま
で
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
同
項
の
納
税
義
務

者
に
対
し
そ
の
控
除
す
る
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
金
額
を
還
付
し
、
又
は
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
当
該
納
税
義
務
者
の
同
項
の
確
定
申
告
書
に
係
る
年
の
末
日
の
属
す
る
年
度
の
翌

年
度
分
の
個
人
の
県
民
税
若
し
く
は
市
民
税
に
充
当
し
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
、
若
し
く
は
当
該
納
税
義
務
者
の
未
納
に
係
る
徴
収
金
に
充
当
す
る
 
 
 
 
 
 
 
 
。 

３
 
略
 

第
３
５
条
～
第
３
６
条
の
３
 
略
 

（
個
人
の
市
民
税
に
係
る
給
与
所
得
者
の
扶
養
親
族
等
申
告
書
）
 

第
３
６
条
の
３
の
２
 
略
 

         ２
 
前
項
 
又
は
法
第
３
１
７
条
の
３
の
２
第
１
項
の
規
定
に
よ
る
申
告
書
を
提
出
し
た
給
与
所

得
者
で
市
内
に
住
所
を
有
す
る
も
の
は
、
そ
の
年
の
中
途
に
お
い
て
当
該
申
告
書
に
記
載
し
た
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事
項
に
つ
い
て
異
動
を
生
じ
た
場
合
に
は
、
第
１
項
又
は
法
第
３
１
７
条
の
３
の
２
第
１
項
の

給
与
支
払
者
か
ら
そ
の
異
動
を
生
じ
た
日
後
最
初
に
給
与
の
支
払
を
受
け
る
日
の
前
日
ま
で

に
、
施
行
規
則
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
そ
の
異
動
の
内
容
そ
の
他
施
行
規
則
で
定
め
る
事

項
を
記
載
し
た
申
告
書
を
、
当
該
給
与
支
払
者
を
経
由
し
て
、
市
長
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
。
 

４
 
第
１
項
及
び
前
項
の
場
合
に
お
い
て
、
こ
れ
ら
の
規
定
に
よ
る
申
告
書
が
そ
の
提
出
の
際
に

経
由
す
べ
き
給
与
支
払
者
に
受
理
さ
れ
た
と
き
は
、
そ
の
申
告
書
は
、
そ
の
受
理
さ
れ
た
日
に

市
長
に
提
出
さ
れ
た
も
の
と
み
な
す
。
 

５
 
給
与
所
得
者
は
、
第
１
項
及
び
第
３
項
の
規
定
に
よ
る
申
告
書
の
提
出
の
際
に
経
由
す
べ
き

給
与
支
払
者
が
令
第
４
８
条
の
９
の
７
の
２
に
お
い
て
準
用
す
る
令
第
８
条
の
２
の
２
に
規
定

す
る
要
件
を
満
た
す
場
合
に
は
、
施
行
規
則
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
当
該
申
告
書
の
提
出

に
代
え
て
、
当
該
給
与
支
払
者
に
対
し
、
当
該
申
告
書
に
記
載
す
べ
き
事
項
を
電
磁
的
方
法
（
電

子
情
報
処
理
組
織
を
使
用
す
る
方
法
そ
の
他
の
情
報
通
信
の
技
術
を
利
用
す
る
方
法
で
あ
っ
て

施
行
規
則
で
定
め
る
も
の
を
い
う
。
次
条
第
４
項
及
び
第
５
３
条
の
９
第
３
項
に
お
い
て
同

じ
。）

に
よ
り
提
供
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
 

６
 
前
項
の
規
定
の
適
用
が
あ
る
場
合
に
お
け
る
第
４
項
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
同
項
中

「
申
告
書
が
」
と
あ
る
の
は
「
申
告
書
に
記
載
す
べ
き
事
項
を
」
と
、「

給
与
支
払
者
に
受
理
さ

れ
た
と
き
」
と
あ
る
の
は
「
給
与
支
払
者
が
提
供
を
受
け
た
と
き
」
と
、「

受
理
さ
れ
た
日
」
と

あ
る
の
は
「
提
供
を
受
け
た
日
」
と
す
る
。
 

第
３
６
条
の
３
の
３
～
第
３
７
条
 
略
 

（
個
人
の
市
民
税
の
徴
収
の
方
法
等
）
 

第
３
８
条
 
個
人
の
市
民
税
は
、
第
４
４
条
、
第
４
７
条
の
２
第
１
項
、
第
４
７
条
の
５
又
は
第

５
３
条
の
５
の
規
定
に
よ
り
 
特
別
徴
収
の
方
法
に
よ
る
場
合
を
除
く
ほ
か
、
普
通
徴
収
の
方

法
に
よ
り
 
徴
収
す
る
。
 

２
 
略
 

３
 
森
林
環
境
税
は
、
当
該
個
人
の
市
民
税
の
均
等
割
を
賦
課
し
、
及
び
徴
収
す
る
場
合
に
併
せ

て
賦
課
し
、
及
び
徴
収
す
る
。
 

第
３
９
条
・
第
４
０
条
 
略
 

（
個
人
の
市
民
税
の
納
税
通
知
書
）
 

第
４
１
条
 
個
人
の
市
民
税
の
納
税
通
知
書
に
記
載
す
べ
き
各
納
期
の
納
付
額
は
、
当
該
年
度
分

事
項
に
つ
い
て
異
動
を
生
じ
た
場
合
に
は
、
前
項
 
又
は
法
第
３
１
７
条
の
３
の
２
第
１
項
の

給
与
支
払
者
か
ら
そ
の
異
動
を
生
じ
た
日
後
最
初
に
給
与
の
支
払
を
受
け
る
日
の
前
日
ま
で

に
、
施
行
規
則
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
そ
の
異
動
の
内
容
そ
の
他
施
行
規
則
で
定
め
る
事

項
を
記
載
し
た
申
告
書
を
、
当
該
給
与
支
払
者
を
経
由
し
て
、
市
長
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
。
 

３
 
前
２
項
 
 
 
 
の
場
合
に
お
い
て
、
こ
れ
ら
の
規
定
に
よ
る
申
告
書
が
そ
の
提
出
の
際
に

経
由
す
べ
き
給
与
支
払
者
に
受
理
さ
れ
た
と
き
は
、
そ
の
申
告
書
は
、
そ
の
受
理
さ
れ
た
日
に

市
長
に
提
出
さ
れ
た
も
の
と
み
な
す
。
 

４
 
給
与
所
得
者
は
、
第
１
項
及
び
第
２
項
の
規
定
に
よ
る
申
告
書
の
提
出
の
際
に
経
由
す
べ
き

給
与
支
払
者
が
令
第
４
８
条
の
９
の
７
の
２
に
お
い
て
準
用
す
る
令
第
８
条
の
２
の
２
に
規
定

す
る
要
件
を
満
た
す
場
合
に
は
、
施
行
規
則
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
当
該
申
告
書
の
提
出

に
代
え
て
、
当
該
給
与
支
払
者
に
対
し
、
当
該
申
告
書
に
記
載
す
べ
き
事
項
を
電
磁
的
方
法
（
電

子
情
報
処
理
組
織
を
使
用
す
る
方
法
そ
の
他
の
情
報
通
信
の
技
術
を
利
用
す
る
方
法
で
あ
っ
て

施
行
規
則
で
定
め
る
も
の
を
い
う
。
次
条
第
４
項
及
び
第
５
３
条
の
９
第
３
項
に
お
い
て
同

じ
。）

に
よ
り
提
供
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
 

５
 
前
項
の
規
定
の
適
用
が
あ
る
場
合
に
お
け
る
第
３
項
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
同
項
中

「
申
告
書
が
」
と
あ
る
の
は
「
申
告
書
に
記
載
す
べ
き
事
項
を
」
と
、「

給
与
支
払
者
に
受
理
さ

れ
た
と
き
」
と
あ
る
の
は
「
給
与
支
払
者
が
提
供
を
受
け
た
と
き
」
と
、「

受
理
さ
れ
た
日
」
と

あ
る
の
は
「
提
供
を
受
け
た
日
」
と
す
る
。
 

第
３
６
条
の
３
の
３
～
第
３
７
条
 
略
 

（
個
人
の
市
民
税
の
徴
収
の
方
法
 
）
 

第
３
８
条
 
個
人
の
市
民
税
は
、
第
４
４
条
、
第
４
７
条
の
２
第
１
項
、
第
４
７
条
の
５
又
は
第

５
３
条
の
５
の
規
定
に
よ
っ
て
特
別
徴
収
の
方
法
に
よ
る
場
合
を
除
く
ほ
か
、
普
通
徴
収
の
方

法
に
よ
っ
て
徴
収
す
る
。
 

２
 
略
 

  第
３
９
条
・
第
４
０
条
 
略
 

（
個
人
の
市
民
税
の
納
税
通
知
書
）
 

第
４
１
条
 
個
人
の
市
民
税
の
納
税
通
知
書
に
記
載
す
べ
き
各
納
期
の
納
付
額
は
、
当
該
年
度
分
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の
個
人
の
市
民
税
額
、
個
人
の
県
民
税
額
及
び
森
林
環
境
税
額
の
合
算
額
（
第
４
７
条
第
１
項

又
は
第
４
７
条
の
６
第
１
項
の
規
定
に
よ
り
 
徴
収
す
る
場
合
に
あ
っ
て
は
特
別
徴
収
の
方
法

に
よ
り
 
徴
収
さ
れ
な
い
こ
と
に
な
っ
た
金
額
に
相
当
す
る
税
額
）を

前
条
第
１
項
の
納
期（

第

４
７
条
第
１
項
又
は
第
４
７
条
の
６
第
１
項
の
規
定
に
よ
り
 
徴
収
す
る
場
合
に
あ
っ
て
は
特

別
徴
収
の
方
法
に
よ
り
 
徴
収
さ
れ
な
い
こ
と
と
な
っ
た
日
以
後
に
到
来
す
る
納
期
）
の
数
で

除
し
て
得
た
額
と
す
る
。
 

第
４
２
条
・
第
４
３
条
 
略
 

（
給
与
所
得
に
係
る
個
人
の
市
民
税
の
特
別
徴
収
）
 

第
４
４
条
 
個
人
の
市
民
税
の
納
税
義
務
者
が
当
該
年
度
の
初
日
の
属
す
る
年
の
前
年
中
に
お
い

て
給
与
の
支
払
を
受
け
た
者
で
あ
り
、
か
つ
、
同
日
に
お
い
て
給
与
の
支
払
を
受
け
て
い
る
者

（
次
に
掲
げ
る
者
の
う
ち
特
別
徴
収
の
方
法
に
よ
り
 
徴
収
す
る
こ
と
が
著
し
く
困
難
で
あ
る

と
認
め
ら
れ
る
者
を
除
く
。
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
「
給
与
所
得
者
」
と
い
う
。）

で
あ
る
場
合

に
は
 
 
 
、当

該
納
税
義
務
者
の
前
年
中
の
給
与
所
得
に
係
る
所
得
割
額
及
び
均
等
割
額（

こ

れ
と
併
せ
て
賦
課
徴
収
を
行
う
森
林
環
境
税
額
を
含
む
。
次
項
及
び
第
５
項
に
お
い
て
同
じ
。）

の
合
算
額
を
特
別
徴
収
の
方
法
に
よ
り
 
徴
収
す
る
。
 

 
（
１
）・
（
２
）
 
略
 

２
 
前
項
の
納
税
義
務
者
に
つ
い
て
、
当
該
納
税
義
務
者
の
前
年
中
の
所
得
に
給
与
所
得
以
外
の

所
得
が
あ
る
場
合
に
は
 
 
 
、
当
該
給
与
所
得
以
外
の
所
得
に
係
る
所
得
割
額
を
同
項
の
規

定
に
よ
り
 
特
別
徴
収
の
方
法
に
よ
り
 
徴
収
す
べ
き
給
与
所
得
に
係
る
所
得
割
額
及
び
均
等

割
額
の
合
算
額
に
加
算
し
て
特
別
徴
収
の
方
法
に
よ
り
 
徴
収
す
る
。
た
だ
し
、
第
３
６
条
の

２
第
１
項
の
申
告
書
に
給
与
所
得
以
外
の
所
得
に
係
る
所
得
割
額
を
普
通
徴
収
の
方
法
に
よ
り
 

 
徴
収
さ
れ
た
い
旨
の
記
載
が
あ
る
と
き
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。
 

３
 
前
項
本
文
の
規
定
に
よ
り
 
給
与
所
得
者
の
給
与
所
得
以
外
の
所
得
に
係
る
所
得
割
額
を
特

別
徴
収
の
方
法
に
よ
り
 
徴
収
す
る
こ
と
と
な
っ
た
後
に
お
い
て
、
当
該
給
与
所
得
者
に
つ
い

て
給
与
所
得
以
外
の
所
得
に
係
る
所
得
割
額
の
全
部
又
は
一
部
を
特
別
徴
収
の
方
法
に
よ
り
 
 

徴
収
す
る
こ
と
が
適
当
で
な
い
と
認
め
ら
れ
る
特
別
の
事
情
が
生
じ
た
た
め
当
該
給
与
所
得
者

か
ら
給
与
所
得
以
外
の
所
得
に
係
る
所
得
割
額
の
全
部
又
は
一
部
を
普
通
徴
収
の
方
法
に
よ
り

徴
収
す
る
こ
と
と
さ
れ
た
い
旨
の
申
出
が
あ
っ
た
場
合
で
そ
の
事
情
が
や
む
を
得
な
い
と
認
め

ら
れ
る
と
き
は
、
市
長
は
、
当
該
特
別
徴
収
の
方
法
に
よ
り
 
徴
収
す
べ
き
給
与
所
得
以
外
の

所
得
に
係
る
所
得
割
額
で
ま
だ
特
別
徴
収
に
よ
り
徴
収
し
て
い
な
い
額
の
全
部
又
は
一
部
を
普

の
個
人
の
市
民
税
額
及
び
 
 
県
民
税
額
の
合
算
額
 
 
 
 
 
 
 
 
（
第
４
７
条
第
１
項

又
は
第
４
７
条
の
６
第
１
項
の
規
定
に
よ
っ
て
徴
収
す
る
場
合
に
あ
っ
て
は
特
別
徴
収
の
方
法

に
よ
っ
て
徴
収
さ
れ
な
い
こ
と
に
な
っ
た
金
額
に
相
当
す
る
税
額
）
を
前
条
第
１
項
の
納
期
（
第

４
７
条
第
１
項
又
は
第
４
７
条
の
６
第
１
項
の
規
定
に
よ
っ
て
徴
収
す
る
場
合
に
あ
っ
て
は
特

別
徴
収
の
方
法
に
よ
っ
て
徴
収
さ
れ
な
い
こ
と
と
な
っ
た
日
以
後
に
到
来
す
る
納
期
）
の
数
で

除
し
て
得
た
額
と
す
る
。
 

第
４
２
条
・
第
４
３
条
 
略
 

（
給
与
所
得
に
係
る
個
人
の
市
民
税
の
特
別
徴
収
）
 

第
４
４
条
 
個
人
の
市
民
税
の
納
税
義
務
者
が
当
該
年
度
の
初
日
の
属
す
る
年
の
前
年
中
に
お
い

て
給
与
の
支
払
を
受
け
た
者
で
あ
り
、
か
つ
、
同
日
に
お
い
て
給
与
の
支
払
を
受
け
て
い
る
者

（
次
に
掲
げ
る
者
の
う
ち
特
別
徴
収
の
方
法
に
よ
っ
て
徴
収
す
る
こ
と
が
著
し
く
困
難
で
あ
る

と
認
め
ら
れ
る
者
を
除
く
。
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
「
給
与
所
得
者
」
と
い
う
。）

で
あ
る
場
合

に
お
い
て
は
、
当
該
納
税
義
務
者
の
前
年
中
の
給
与
所
得
に
係
る
所
得
割
額
及
び
均
等
割
額
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

の
合
算
額
を
特
別
徴
収
の
方
法
に
よ
っ
て
徴
収
す
る
。
 

 
（
１
）・
（
２
）
 
略
 

２
 
前
項
の
納
税
義
務
者
に
つ
い
て
、
当
該
納
税
義
務
者
の
前
年
中
の
所
得
に
給
与
所
得
以
外
の

所
得
が
あ
る
場
合
に
お
い
て
は
、
当
該
給
与
所
得
以
外
の
所
得
に
係
る
所
得
割
額
を
同
項
の
規

定
に
よ
っ
て
特
別
徴
収
の
方
法
に
よ
っ
て
徴
収
す
べ
き
給
与
所
得
に
係
る
所
得
割
額
及
び
均
等

割
額
の
合
算
額
に
加
算
し
て
特
別
徴
収
の
方
法
に
よ
っ
て
徴
収
す
る
。
た
だ
し
、
第
３
６
条
の

２
第
１
項
の
申
告
書
に
給
与
所
得
以
外
の
所
得
に
係
る
所
得
割
額
を
普
通
徴
収
の
方
法
に
よ
っ

て
徴
収
さ
れ
た
い
旨
の
記
載
が
あ
る
と
き
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。
 

３
 
前
項
本
文
の
規
定
に
よ
っ
て
給
与
所
得
者
の
給
与
所
得
以
外
の
所
得
に
係
る
所
得
割
額
を
特

別
徴
収
の
方
法
に
よ
っ
て
徴
収
す
る
こ
と
と
な
っ
た
後
に
お
い
て
、
当
該
給
与
所
得
者
に
つ
い

て
給
与
所
得
以
外
の
所
得
に
係
る
所
得
割
額
の
全
部
又
は
一
部
を
特
別
徴
収
の
方
法
に
よ
っ
て

徴
収
す
る
こ
と
が
適
当
で
な
い
と
認
め
ら
れ
る
特
別
の
事
情
が
生
じ
た
た
め
当
該
給
与
所
得
者

か
ら
給
与
所
得
以
外
の
所
得
に
係
る
所
得
割
額
の
全
部
又
は
一
部
を
普
通
徴
収
の
方
法
に
よ
り

徴
収
す
る
こ
と
と
さ
れ
た
い
旨
の
申
出
が
あ
っ
た
場
合
で
そ
の
事
情
が
や
む
を
得
な
い
と
認
め

ら
れ
る
と
き
は
、
市
長
は
、
当
該
特
別
徴
収
の
方
法
に
よ
っ
て
徴
収
す
べ
き
給
与
所
得
以
外
の

所
得
に
係
る
所
得
割
額
で
ま
だ
特
別
徴
収
に
よ
り
徴
収
し
て
い
な
い
額
の
全
部
又
は
一
部
を
普
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通
徴
収
の
方
法
に
よ
り
徴
収
す
る
も
の
と
す
る
。
 

４
 
略
 

５
 
納
税
義
務
者
で
あ
る
給
与
所
得
者
に
対
し
給
与
の
支
払
を
す
る
者
に
当
該
年
度
の
初
日
の
翌

日
か
ら
翌
年
の
４
月
３
０
日
ま
で
の
間
に
お
い
て
異
動
を
生
じ
た
場
合
に
お
い
て
、
当
該
給
与

所
得
者
が
当
該
給
与
所
得
者
に
対
し
て
新
た
に
給
与
の
支
払
を
す
る
者
と
な
っ
た
者
（
所
得
税

法
第
１
８
３
条
の
規
定
に
よ
り
 
給
与
の
支
払
を
す
る
際
所
得
税
を
徴
収
し
て
納
付
す
る
義
務

が
あ
る
者
に
限
る
。
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
同
じ
。）

を
通
じ
て
、
当
該
異
動
に
よ
り
 
従
前
の

給
与
の
支
払
を
す
る
者
か
ら
給
与
の
支
払
を
受
け
な
く
な
っ
た
日
の
属
す
る
月
の
翌
月
の
１
０

日
（
そ
の
支
払
を
受
け
な
く
な
っ
た
日
が
翌
年
の
４
月
中
で
あ
る
場
合
に
は
、
同
月
３
０
日
）

ま
で
に
、
第
１
項
の
規
定
に
よ
り
特
別
徴
収
の
方
法
に
よ
り
 
徴
収
さ
れ
る
べ
き
前
年
中
の
給

与
所
得
に
係
る
所
得
割
額
及
び
均
等
割
額
の
合
算
額
（
既
に
特
別
徴
収
の
方
法
に
よ
り
 
徴
収

さ
れ
た
金
額
が
あ
る
と
き
は
、
当
該
金
額
を
控
除
し
た
金
額
）
を
特
別
徴
収
の
方
法
に
よ
り
 
 

徴
収
さ
れ
た
い
旨
の
申
出
を
し
た
と
き
は
、
当
該
合
算
額
を
特
別
徴
収
の
方
法
に
よ
り
 
徴
収

す
る
も
の
と
す
る
。
た
だ
し
、
当
該
申
出
が
翌
年
の
４
月
中
に
あ
っ
た
場
合
に
お
い
て
、
特
別

徴
収
の
方
法
に
よ
り
 
徴
収
す
る
こ
と
が
困
難
で
あ
る
と
市
長
が
認
め
る
と
き
は
、
こ
の
限
り

で
な
い
。
 

６
 
特
別
徴
収
の
方
法
に
よ
り
 
個
人
の
市
民
税
を
徴
収
さ
れ
る
納
税
義
務
者
が
当
該
年
度
の
初

日
の
属
す
る
年
の
６
月
１
日
か
ら
１
２
月
３
１
日
ま
で
の
間
に
お
い
て
給
与
の
支
払
を
受
け
な

い
こ
と
と
な
り
、
か
つ
、
そ
の
事
由
が
発
生
し
た
日
の
属
す
る
月
の
翌
月
以
降
の
月
割
額
を
特

別
徴
収
の
方
法
に
よ
り
 
徴
収
さ
れ
た
い
旨
の
当
該
納
税
義
務
者
か
ら
の
申
出
が
あ
っ
た
場
合

及
び
当
該
納
税
義
務
者
が
翌
年
の
１
月
１
日
か
ら
４
月
３
０
日
ま
で
の
間
に
お
い
て
給
与
の
支

払
を
受
け
な
い
こ
と
と
な
っ
た
場
合
に
は
、
そ
の
者
に
対
し
て
そ
の
年
の
５
月
３
１
日
ま
で
の

間
に
支
払
わ
れ
る
べ
き
給
与
又
は
退
職
手
当
等
で
当
該
月
割
額
の
全
額
に
相
当
す
る
金
額
を
超

え
る
も
の
が
あ
る
と
き
に
限
り
、
当
該
月
割
額
の
全
額
（
同
日
ま
で
に
当
該
給
与
又
は
退
職
手

当
等
の
全
部
又
は
一
部
の
支
払
が
さ
れ
な
い
こ
と
と
な
っ
た
と
き
に
あ
っ
て
は
、
同
日
ま
で
に

支
払
わ
れ
た
当
該
給
与
又
は
退
職
手
当
等
の
額
か
ら
徴
収
す
る
こ
と
が
で
き
る
額
）
を
特
別
徴

収
の
方
法
に
よ
り
 
徴
収
す
る
。
 

第
４
５
条
 
略
 

（
給
与
所
得
に
係
る
特
別
徴
収
税
額
の
納
入
の
義
務
等
）
 

第
４
６
条
 
前
条
の
特
別
徴
収
義
務
者
は
、
月
割
額
を
徴
収
し
た
月
の
翌
月
１
０
日
ま
で
に
、
そ

通
徴
収
の
方
法
に
よ
り
徴
収
す
る
も
の
と
す
る
。
 

４
 
略
 

５
 
納
税
義
務
者
で
あ
る
給
与
所
得
者
に
対
し
給
与
の
支
払
を
す
る
者
に
当
該
年
度
の
初
日
の
翌

日
か
ら
翌
年
の
４
月
３
０
日
ま
で
の
間
に
お
い
て
異
動
を
生
じ
た
場
合
に
お
い
て
、
当
該
給
与

所
得
者
が
当
該
給
与
所
得
者
に
対
し
て
新
た
に
給
与
の
支
払
を
す
る
者
と
な
っ
た
者
（
所
得
税

法
第
１
８
３
条
の
規
定
に
よ
っ
て
給
与
の
支
払
を
す
る
際
所
得
税
を
徴
収
し
て
納
付
す
る
義
務

が
あ
る
者
に
限
る
。
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
同
じ
。）

を
通
じ
て
、
当
該
異
動
に
よ
っ
て
従
前
の

給
与
の
支
払
を
す
る
者
か
ら
給
与
の
支
払
を
受
け
な
く
な
っ
た
日
の
属
す
る
月
の
翌
月
の
１
０

日
（
そ
の
支
払
を
受
け
な
く
な
っ
た
日
が
翌
年
の
４
月
中
で
あ
る
場
合
に
は
、
同
月
３
０
日
）

ま
で
に
、
第
１
項
の
規
定
に
よ
り
特
別
徴
収
の
方
法
に
よ
っ
て
徴
収
さ
れ
る
べ
き
前
年
中
の
給

与
所
得
に
係
る
所
得
割
額
及
び
均
等
割
額
の
合
算
額
（
既
に
特
別
徴
収
の
方
法
に
よ
っ
て
徴
収

さ
れ
た
金
額
が
あ
る
と
き
は
、
当
該
金
額
を
控
除
し
た
金
額
）
を
特
別
徴
収
の
方
法
に
よ
っ
て

徴
収
さ
れ
た
い
旨
の
申
出
を
し
た
と
き
は
、
当
該
合
算
額
を
特
別
徴
収
の
方
法
に
よ
っ
て
徴
収

す
る
も
の
と
す
る
。
た
だ
し
、
当
該
申
出
が
翌
年
の
４
月
中
に
あ
っ
た
場
合
に
お
い
て
、
特
別

徴
収
の
方
法
に
よ
っ
て
徴
収
す
る
こ
と
が
困
難
で
あ
る
と
市
長
が
認
め
る
と
き
は
、
こ
の
限
り

で
な
い
。
 

６
 
特
別
徴
収
の
方
法
に
よ
っ
て
個
人
の
市
民
税
を
徴
収
さ
れ
る
納
税
義
務
者
が
当
該
年
度
の
初

日
の
属
す
る
年
の
６
月
１
日
か
ら
１
２
月
３
１
日
ま
で
の
間
に
お
い
て
給
与
の
支
払
を
受
け
な

い
こ
と
と
な
り
、
か
つ
、
そ
の
事
由
が
発
生
し
た
日
の
属
す
る
月
の
翌
月
以
降
の
月
割
額
を
特

別
徴
収
の
方
法
に
よ
っ
て
徴
収
さ
れ
た
い
旨
の
当
該
納
税
義
務
者
か
ら
の
申
出
が
あ
っ
た
場
合

及
び
当
該
納
税
義
務
者
が
翌
年
の
１
月
１
日
か
ら
４
月
３
０
日
ま
で
の
間
に
お
い
て
給
与
の
支

払
を
受
け
な
い
こ
と
と
な
っ
た
場
合
に
は
、
そ
の
者
に
対
し
て
そ
の
年
の
５
月
３
１
日
ま
で
の

間
に
支
払
わ
れ
る
べ
き
給
与
又
は
退
職
手
当
等
で
当
該
月
割
額
の
全
額
に
相
当
す
る
金
額
を
超

え
る
も
の
が
あ
る
と
き
に
限
り
、
当
該
月
割
額
の
全
額
（
同
日
ま
で
に
当
該
給
与
又
は
退
職
手

当
等
の
全
部
又
は
一
部
の
支
払
が
さ
れ
な
い
こ
と
と
な
っ
た
と
き
に
あ
っ
て
は
、
同
日
ま
で
に

支
払
わ
れ
た
当
該
給
与
又
は
退
職
手
当
等
の
額
か
ら
徴
収
す
る
こ
と
が
で
き
る
額
）
を
特
別
徴

収
の
方
法
に
よ
っ
て
徴
収
す
る
。
 

第
４
５
条
 
略
 

（
給
与
所
得
に
係
る
特
別
徴
収
税
額
の
納
入
の
義
務
等
）
 

第
４
６
条
 
前
条
の
特
別
徴
収
義
務
者
は
、
月
割
額
を
徴
収
し
た
月
の
翌
月
１
０
日
ま
で
に
、
そ
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の
徴
収
し
た
月
割
額
を
施
行
規
則
第
５
号
の
１
５
様
式
又
は
第
５
号
の
１
５
の
２
様
式
に
よ
る

納
入
書
に
よ
り
 
納
入
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
 

第
４
６
条
の
２
～
第
４
６
条
の
５
 
略
 

（
給
与
所
得
に
係
る
特
別
徴
収
税
額
の
普
通
徴
収
税
額
へ
の
繰
入
れ
）
 

第
４
７
条
 
個
人
の
市
民
税
の
納
税
者
が
給
与
の
支
払
を
受
け
な
く
な
っ
た
こ
と
等
に
よ
り
給
与

所
得
に
係
る
特
別
徴
収
税
額
を
特
別
徴
収
の
方
法
に
よ
り
 
徴
収
さ
れ
な
い
こ
と
と
な
っ
た
場

合
に
は
 
 
 
、
特
別
徴
収
の
方
法
に
よ
り
 
徴
収
さ
れ
な
い
こ
と
と
な
っ
た
金
額
に
相
当
す

る
税
額
は
、
特
別
徴
収
の
方
法
に
よ
り
 
徴
収
さ
れ
な
い
こ
と
と
な
っ
た
日
以
後
に
お
い
て
到

来
す
る
第
４
０
条
第
１
項
の
納
期
が
あ
る
場
合
に
は
 
 
 
そ
の
そ
れ
ぞ
れ
の
納
期
に
お
い

て
、
そ
の
日
以
後
に
到
来
す
る
同
項
の
納
期
が
な
い
場
合
に
は
 
 
 
直
ち
に
、
普
通
徴
収
の

方
法
に
よ
り
 
徴
収
す
る
も
の
と
す
る
。
 

２
 
法
第
３
２
１
条
の
６
第
１
項
の
通
知
に
よ
り
 
変
更
さ
れ
た
給
与
所
得
に
係
る
特
別
徴
収
税

額
に
係
る
個
人
の
市
民
税
の
納
税
者
に
つ
い
て
、
既
に
特
別
徴
収
義
務
者
か
ら
市
に
納
入
さ
れ

た
給
与
所
得
に
係
る
特
別
徴
収
税
額
が
当
該
納
税
者
か
ら
徴
収
す
べ
き
給
与
所
得
に
係
る
特
別

徴
収
税
額
を
超
え
る
場
合
（
徴
収
す
べ
き
給
与
所
得
に
係
る
特
別
徴
収
税
額
が
な
い
場
合
を
含

む
。）

に
お
い
て
当
該
納
税
者
の
未
納
に
係
る
徴
収
金
が
あ
る
と
き
は
、
当
該
過
納
又
は
誤
納
に

係
る
税
額
は
、
法
第
１
７
条
の
２
の
２
第
１
項
第
２
号
に
規
定
す
る
市
町
村
徴
収
金
関
係
過
誤

納
金
と
み
な
し
て
、
同
条
第
３
項
、
第
６
項
及
び
第
７
項
の
規
定
を
適
用
す
る
こ
と
が
で
き
る

も
の
と
し
、
当
該
市
町
村
徴
収
金
関
係
過
誤
納
金
に
よ
り
当
該
納
税
者
の
未
納
に
係
る
徴
収
金

を
納
付
し
、
又
は
納
入
す
る
こ
と
を
委
託
し
た
も
の
と
み
な
す
。
 

（
公
的
年
金
等
に
係
る
所
得
に
係
る
個
人
の
市
民
税
の
特
別
徴
収
）
 

第
４
７
条
の
２
 
個
人
の
市
民
税
の
納
税
義
務
者
が
当
該
年
度
の
初
日
の
属
す
る
年
の
前
年
中
に

お
い
て
公
的
年
金
等
の
支
払
を
受
け
た
者
で
あ
り
、
か
つ
、
同
日
に
お
い
て
老
齢
等
年
金
給
付

（
法
第
３
２
１
条
の
７
の
２
第
１
項
の
老
齢
等
年
金
給
付
を
い
う
。
以
下
こ
の
節
に
お
い
て
同

じ
。）

の
支
払
を
受
け
て
い
る
年
齢
６
５
歳
以
上
の
者
（
特
別
徴
収
の
方
法
に
よ
り
徴
収
す
る
こ

と
が
 
著
し
く
困
難
で
あ
る
と
認
め
ら
れ
る
も
の
と
し
て
次
に
掲
げ
る
も
の
を
除
く
。
以
下
こ

の
節
に
お
い
て
「
特
別
徴
収
対
象
年
金
所
得
者
」
と
い
う
。）

で
あ
る
場
合
に
は
 
 
 
、
当
該

納
税
義
務
者
の
前
年
中
の
公
的
年
金
等
に
係
る
所
得
に
係
る
所
得
割
額
及
び
均
等
割
額
（
こ
れ

と
併
せ
て
賦
課
徴
収
を
行
う
森
林
環
境
税
額
を
含
む
。
以
下
こ
の
条
及
び
第
４
７
条
の
５
に
お

い
て
同
じ
。）

の
合
算
額
（
当
該
納
税
義
務
者
に
係
る
均
等
割
額
を
第
４
４
条
第
１
項
の
規
定
に

の
徴
収
し
た
月
割
額
を
施
行
規
則
第
５
号
の
１
５
様
式
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
に
よ
る

納
入
書
に
よ
っ
て
納
入
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
 

第
４
６
条
の
２
～
第
４
６
条
の
５
 
略
 

（
給
与
所
得
に
係
る
特
別
徴
収
税
額
の
普
通
徴
収
税
額
へ
の
繰
入
れ
）
 

第
４
７
条
 
個
人
の
市
民
税
の
納
税
者
が
給
与
の
支
払
を
受
け
な
く
な
っ
た
こ
と
等
に
よ
り
給
与

所
得
に
係
る
特
別
徴
収
税
額
を
特
別
徴
収
の
方
法
に
よ
っ
て
徴
収
さ
れ
な
い
こ
と
と
な
っ
た
場

合
に
お
い
て
は
、
特
別
徴
収
の
方
法
に
よ
っ
て
徴
収
さ
れ
な
い
こ
と
と
な
っ
た
金
額
に
相
当
す

る
税
額
は
、
特
別
徴
収
の
方
法
に
よ
っ
て
徴
収
さ
れ
な
い
こ
と
と
な
っ
た
日
以
後
に
お
い
て
到

来
す
る
第
４
０
条
第
１
項
の
納
期
が
あ
る
場
合
に
お
い
て
は
そ
の
そ
れ
ぞ
れ
の
納
期
に
お
い

て
、
そ
の
日
以
後
に
到
来
す
る
同
項
の
納
期
が
な
い
場
合
に
お
い
て
は
直
ち
に
、
普
通
徴
収
の

方
法
に
よ
っ
て
徴
収
す
る
も
の
と
す
る
。
 

２
 
法
第
３
２
１
条
の
６
第
１
項
の
通
知
に
よ
っ
て
変
更
さ
れ
た
給
与
所
得
に
係
る
特
別
徴
収
税

額
に
係
る
個
人
の
市
民
税
の
納
税
者
に
つ
い
て
、
既
に
特
別
徴
収
義
務
者
か
ら
市
に
納
入
さ
れ

た
給
与
所
得
に
係
る
特
別
徴
収
税
額
が
当
該
納
税
者
か
ら
徴
収
す
べ
き
給
与
所
得
に
係
る
特
別

徴
収
税
額
を
超
え
る
場
合
（
徴
収
す
べ
き
給
与
所
得
に
係
る
特
別
徴
収
税
額
が
な
い
場
合
を
含

む
。）

に
お
い
て
当
該
納
税
者
の
未
納
に
係
る
徴
収
金
が
あ
る
と
き
は
、
当
該
過
納
又
は
誤
納
に

係
る
税
額
は
、
法
第
１
７
条
の
２
の
規
定
に
よ
っ
て
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
当
該
納
税
者
の
未
納
に
係
る
徴
収
金

に
充
当
す
る
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
。
 

（
公
的
年
金
等
に
係
る
所
得
に
係
る
個
人
の
市
民
税
の
特
別
徴
収
）
 

第
４
７
条
の
２
 
個
人
の
市
民
税
の
納
税
義
務
者
が
当
該
年
度
の
初
日
の
属
す
る
年
の
前
年
中
に

お
い
て
公
的
年
金
等
の
支
払
を
受
け
た
者
で
あ
り
、
か
つ
、
同
日
に
お
い
て
老
齢
等
年
金
給
付

（
法
第
３
２
１
条
の
７
の
２
第
１
項
の
老
齢
等
年
金
給
付
を
い
う
。
以
下
こ
の
節
に
お
い
て
同

じ
。）

の
支
払
を
受
け
て
い
る
年
齢
６
５
歳
以
上
の
者
（
特
別
徴
収
の
方
法
に
よ
っ
て
徴
収
す
る

こ
と
が
著
し
く
困
難
で
あ
る
と
認
め
ら
れ
る
も
の
と
し
て
次
に
掲
げ
る
も
の
を
除
く
。
以
下
こ

の
節
に
お
い
て
「
特
別
徴
収
対
象
年
金
所
得
者
」
と
い
う
。）

で
あ
る
場
合
に
お
い
て
は
、
当
該

納
税
義
務
者
の
前
年
中
の
公
的
年
金
等
に
係
る
所
得
に
係
る
所
得
割
額
及
び
均
等
割
額
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
の
合
算
額
（
当
該
納
税
義
務
者
に
係
る
均
等
割
額
を
第
４
４
条
第
１
項
の
規
定
に
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よ
り
特
別
徴
収
の
方
法
に
よ
り
徴
収
す
る
場
合
に
は
 
 
 
 
、
公
的
年
金
等
に
係
る
所
得
に

係
る
所
得
割
額
。
以
下
こ
の
条
及
び
第
４
７
条
の
５
に
お
い
て
同
じ
。）

の
２
分
の
１
に
相
当
す

る
額
（
以
下
こ
の
節
に
お
い
て
「
年
金
所
得
に
係
る
特
別
徴
収
税
額
」
と
い
う
。）

を
当
該
年
度

の
初
日
の
属
す
る
年
の
１
０
月
１
日
か
ら
翌
年
の
３
月
３
１
日
ま
で
の
間
に
支
払
わ
れ
る
老
齢

等
年
金
給
付
か
ら
当
該
老
齢
等
年
金
給
付
の
支
払
の
際
に
特
別
徴
収
の
方
法
に
よ
り
徴
収
す
る
 

 
 
。
 

（
１
）
 
略
 

（
２
）
 
特
別
徴
収
の
方
法
に
よ
り
 
徴
収
す
る
こ
と
と
し
た
場
合
に
は
当
該
年
度
に
お
い
て

当
該
老
齢
等
年
金
給
付
の
支
払
を
受
け
な
い
こ
と
と
な
る
と
認
め
ら
れ
る
者
 

２
 
前
項
の
特
別
徴
収
対
象
年
金
所
得
者
に
対
し
て
課
す
る
個
人
の
市
民
税
の
う
ち
当
該
特
別
徴

収
対
象
年
金
所
得
者
の
前
年
中
の
公
的
年
金
等
に
係
る
所
得
に
係
る
所
得
割
額
及
び
均
等
割
額

の
合
算
額
か
ら
年
金
所
得
に
係
る
特
別
徴
収
税
額
を
控
除
し
た
額
を
第

40
条
第

1
項
の
納
期
の

う
ち
当
該
年
度
の
初
日
か
ら
そ
の
日
の
属
す
る
年
の
９
月
３
０
日
ま
で
の
間
に
到
来
す
る
も
の

に
お
い
て
普
通
徴
収
の
方
法
に
よ
り
 
徴
収
す
る
。
 

第
４
７
条
の
２
～
第
４
７
条
の
５
 
略
 

（
年
金
所
得
に
係
る
特
別
徴
収
税
額
等
の
普
通
徴
収
税
額
へ
の
繰
入
れ
）
 

第
４
７
条
の
６
 
法
第
３
２
１
条
の
７
の
７
第
１
項
又
は
第
３
項
（
こ
れ
ら
の
規
定
を
法
第
３
２

１
条
の
７
の
８
第
３
項
に
お
い
て
読
み
替
え
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。）
の
規
定
に
よ
り
特
別

徴
収
の
方
法
に
よ
り
 
徴
収
さ
れ
な
い
こ
と
と
な
っ
た
金
額
に
相
当
す
る
税
額
は
、
そ
の
特
別

徴
収
の
方
法
に
よ
り
 
徴
収
さ
れ
な
い
こ
と
と
な
っ
た
日
以
後
に
お
い
て
到
来
す
る
第
４
０
条

第
１
項
の
納
期
が
あ
る
場
合
に
は
 
 
 
そ
の
そ
れ
ぞ
れ
の
納
期
に
お
い
て
、
そ
の
日
以
後
に

到
来
す
る
同
項
の
納
期
が
な
い
場
合
に
は
 
 
 
直
ち
に
、
普
通
徴
収
の
方
法
に
よ
り
 
徴
収

す
る
も
の
と
す
る
。
 

２
 
法
第
３
２
１
条
の
７
の
７
第
３
項
（
法
第
３
２
１
条
の
７
の
８
第
３
項
に
お
い
て
読
み
替
え

て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。）
の
規
定
に
よ
り
年
金
所
得
に
係
る
特
別
徴
収
税
額
又
は
年
金
所
得

に
係
る
仮
特
別
徴
収
税
額
を
特
別
徴
収
の
方
法
に
よ
り
 
徴
収
さ
れ
な
い
こ
と
と
な
っ
た
特
別

徴
収
対
象
年
金
所
得
者
に
つ
い
て
、
既
に
特
別
徴
収
義
務
者
か
ら
市
に
納
入
さ
れ
た
年
金
所
得

に
係
る
特
別
徴
収
税
額
又
は
年
金
所
得
に
係
る
仮
特
別
徴
収
税
額
が
当
該
特
別
徴
収
対
象
年
金

所
得
者
か
ら
徴
収
す
べ
き
年
金
所
得
に
係
る
特
別
徴
収
税
額
又
は
年
金
所
得
に
係
る
仮
特
別
徴

収
税
額
を
超
え
る
場
合
（
徴
収
す
べ
き
年
金
所
得
に
係
る
特
別
徴
収
税
額
又
は
年
金
所
得
に
係

よ
り
特
別
徴
収
の
方
法
に
よ
っ
て
徴
収
す
る
場
合
に
お
い
て
は
、
公
的
年
金
等
に
係
る
所
得
に

係
る
所
得
割
額
。
以
下
こ
の
条
及
び
第
４
７
条
の
５
に
お
い
て
同
じ
。）

の
２
分
の
１
に
相
当
す

る
額
（
以
下
こ
の
節
に
お
い
て
「
年
金
所
得
に
係
る
特
別
徴
収
税
額
」
と
い
う
。）

を
当
該
年
度

の
初
日
の
属
す
る
年
の
１
０
月
１
日
か
ら
翌
年
の
３
月
３
１
日
ま
で
の
間
に
支
払
わ
れ
る
老
齢

等
年
金
給
付
か
ら
当
該
老
齢
等
年
金
給
付
の
支
払
の
際
に
特
別
徴
収
の
方
法
に
よ
っ
て
徴
収
す

る
。
 

（
１
）
 
略
 

（
２
）
 
特
別
徴
収
の
方
法
に
よ
っ
て
徴
収
す
る
こ
と
と
し
た
場
合
に
は
当
該
年
度
に
お
い
て

当
該
老
齢
等
年
金
給
付
の
支
払
を
受
け
な
い
こ
と
と
な
る
と
認
め
ら
れ
る
者
 

２
 
前
項
の
特
別
徴
収
対
象
年
金
所
得
者
に
対
し
て
課
す
る
個
人
の
市
民
税
の
う
ち
当
該
特
別
徴

収
対
象
年
金
所
得
者
の
前
年
中
の
公
的
年
金
等
に
係
る
所
得
に
係
る
所
得
割
額
及
び
均
等
割
額

の
合
算
額
か
ら
年
金
所
得
に
係
る
特
別
徴
収
税
額
を
控
除
し
た
額
を
第

40
条
第

1
項
の
納
期
の

う
ち
当
該
年
度
の
初
日
か
ら
そ
の
日
の
属
す
る
年
の
９
月
３
０
日
ま
で
の
間
に
到
来
す
る
も
の

に
お
い
て
普
通
徴
収
の
方
法
に
よ
っ
て
徴
収
す
る
。
 

第
４
７
条
の
２
～
第
４
７
条
の
５
 
略
 

（
年
金
所
得
に
係
る
特
別
徴
収
税
額
等
の
普
通
徴
収
税
額
へ
の
繰
入
れ
）
 

第
４
７
条
の
６
 
法
第
３
２
１
条
の
７
の
７
第
１
項
又
は
第
３
項
（
こ
れ
ら
の
規
定
を
法
第
３
２

１
条
の
７
の
８
第
３
項
に
お
い
て
読
み
替
え
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。）
の
規
定
に
よ
り
特
別

徴
収
の
方
法
に
よ
っ
て
徴
収
さ
れ
な
い
こ
と
と
な
っ
た
金
額
に
相
当
す
る
税
額
は
、
そ
の
特
別

徴
収
の
方
法
に
よ
っ
て
徴
収
さ
れ
な
い
こ
と
と
な
っ
た
日
以
後
に
お
い
て
到
来
す
る
第
４
０
条

第
１
項
の
納
期
が
あ
る
場
合
に
お
い
て
は
そ
の
そ
れ
ぞ
れ
の
納
期
に
お
い
て
、
そ
の
日
以
後
に

到
来
す
る
同
項
の
納
期
が
な
い
場
合
に
お
い
て
は
直
ち
に
、
普
通
徴
収
の
方
法
に
よ
っ
て
徴
収

す
る
も
の
と
す
る
。
 

２
 
法
第
３
２
１
条
の
７
の
７
第
３
項
（
法
第
３
２
１
条
の
７
の
８
第
３
項
に
お
い
て
読
み
替
え

て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。）
の
規
定
に
よ
り
年
金
所
得
に
係
る
特
別
徴
収
税
額
又
は
年
金
所
得

に
係
る
仮
特
別
徴
収
税
額
を
特
別
徴
収
の
方
法
に
よ
っ
て
徴
収
さ
れ
な
い
こ
と
と
な
っ
た
特
別

徴
収
対
象
年
金
所
得
者
に
つ
い
て
、
既
に
特
別
徴
収
義
務
者
か
ら
市
に
納
入
さ
れ
た
年
金
所
得

に
係
る
特
別
徴
収
税
額
又
は
年
金
所
得
に
係
る
仮
特
別
徴
収
税
額
が
当
該
特
別
徴
収
対
象
年
金

所
得
者
か
ら
徴
収
す
べ
き
年
金
所
得
に
係
る
特
別
徴
収
税
額
又
は
年
金
所
得
に
係
る
仮
特
別
徴

収
税
額
を
超
え
る
場
合
（
徴
収
す
べ
き
年
金
所
得
に
係
る
特
別
徴
収
税
額
又
は
年
金
所
得
に
係
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る
仮
特
別
徴
収
税
額
が
な
い
場
合
を
含
む
。）
に
お
い
て
当
該
特
別
徴
収
対
象
年
金
所
得
者
の
未

納
に
係
る
徴
収
金
が
あ
る
と
き
は
、
当
該
過
納
又
は
誤
納
に
係
る
税
額
は
、
法
第
１
７
条
の
２

の
２
第
１
項
第
２
号
に
規
定
す
る
市
町
村
徴
収
金
関
係
過
誤
納
金
と
み
な
し
て
、同

条
第
３
項
、

第
６
項
及
び
第
７
項
の
規
定
を
適
用
す
る
こ
と
が
で
き
る
も
の
と
し
、
当
該
市
町
村
徴
収
金
関

係
過
誤
納
金
に
よ
り
当
該
特
別
徴
収
対
象
年
金
所
得
者
の
未
納
に
係
る
徴
収
金
を
納
付
し
、
又

は
納
入
す
る
こ
と
を
委
託
し
た
も
の
と
み
な
す
。
 

（
法
人
の
市
民
税
の
申
告
納
付
）
 

第
４
８
条
 
市
民
税
を
申
告
納
付
す
る
義
務
が
あ
る
法
人
は
、
法
第
３
２
１
条
の
８
第
１
項
、
第

２
項
、
第
３
１
項
、
第
３
４
項
及
び
第
３
５
項
の
規
定
に
よ
る
申
告
書
（
第
９
項
、
第
１
０
項

及
び
第
１
２
項
に
お
い
て
「
納
税
申
告
書
」
と
い
う
。）

を
、
同
条
第
１
項
、
第
２
項
、
第
３
１

項
及
び
第
３
５
項
の
申
告
納
付
に
あ
っ
て
は
そ
れ
ぞ
れ
こ
れ
ら
の
規
定
に
よ
る
納
期
限
ま
で

に
、
同
条
第
３
４
項
の
申
告
納
付
に
あ
っ
て
は
遅
滞
な
く
市
長
に
提
出
し
、
及
び
そ
の
申
告
に

係
る
税
金
又
は
同
条
第
１
項
後
段
及
び
第
２
項
後
段
の
規
定
に
よ
り
提
出
が
あ
っ
た
も
の
と
み

な
さ
れ
る
申
告
書
に
係
る
税
金
を
施
行
規
則
第
２
２
号
の
４
様
式
又
は
第
２
２
号
の
４
の
２
様

式
に
よ
る
納
付
書
に
よ
り
納
付
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
 

２
～
４
 
略
 

５
 
法
第
３
２
１
条
の
８
第
３
４
項
に
規
定
す
る
申
告
書
（
同
条
第
３
３
項
の
規
定
に
よ
る
申
告

書
を
含
む
。
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
同
じ
。）

に
係
る
税
金
を
納
付
す
る
場
合
に
は
、
当
該
税
金

に
係
る
同
条
第
１
項
、
第
２
項
又
は
第
３
１
項
の
納
期
限
（
納
期
限
の
延
長
が
あ
っ
た
と
き
は
、

そ
の
延
長
さ
れ
た
納
期
限
と
す
る
。
第
７
項
第
１
号
に
お
い
て
同
じ
。）

の
翌
日
か
ら
納
付
の
日

ま
で
の
期
間
の
日
数
に
応
じ
、
当
該
税
額
に
年
１
４
．
６
パ
ー
セ
ン
ト
（
申
告
書
を
提
出
し
た

日
（
同
条
第
３
５
項
の
規
定
の
適
用
が
あ
る
場
合
に
お
い
て
、
当
該
申
告
書
が
そ
の
提
出
期
限

前
に
提
出
さ
れ
た
と
き
は
、
当
該
提
出
期
限
）
ま
で
の
期
間
又
は
そ
の
期
間
の
末
日
の
翌
日
か

ら
１
月
を
経
過
す
る
日
ま
で
の
期
間
に
つ
い
て
は
、
年
７
．
３
パ
ー
セ
ン
ト
）
の
割
合
を
乗
じ

て
計
算
し
た
金
額
に
相
当
す
る
延
滞
金
額
を
加
算
し
て
施
行
規
則
第
２
２
号
の
４
様
式
又
は
第

２
２
号
の
４
の
２
様
式
に
よ
る
納
付
書
に
よ
り
納
付
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
 

６
～
１
６
 
略
 

第
４
９
条
 
略
 

（
法
人
の
市
民
税
に
係
る
不
足
税
額
の
納
付
の
手
続
）
 

第
５
０
条
 
法
人
の
市
民
税
の
納
税
者
は
、
法
第
３
２
１
条
の
１
２
の
規
定
に
基
づ
く
納
付
の
告

る
仮
特
別
徴
収
税
額
が
な
い
場
合
を
含
む
。）
に
お
い
て
当
該
特
別
徴
収
対
象
年
金
所
得
者
の
未

納
に
係
る
徴
収
金
が
あ
る
と
き
は
、
当
該
過
納
又
は
誤
納
に
係
る
税
額
は
、
法
第
１
７
条
の
２

の
規
定
に
よ
っ
て
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
当
該
特
別
徴
収
対
象
年
金
所
得
者
の
未
納
に
係
る
徴
収
金
に
充
当
す
る
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
。
 

（
法
人
の
市
民
税
の
申
告
納
付
）
 

第
４
８
条
 
市
民
税
を
申
告
納
付
す
る
義
務
が
あ
る
法
人
は
、
法
第
３
２
１
条
の
８
第
１
項
、
第

２
項
、
第
３
１
項
、
第
３
４
項
及
び
第
３
５
項
の
規
定
に
よ
る
申
告
書
（
第
９
項
、
第
１
０
項

及
び
第
１
２
項
に
お
い
て
「
納
税
申
告
書
」
と
い
う
。）

を
、
同
条
第
１
項
、
第
２
項
、
第
３
１

項
及
び
第
３
５
項
の
申
告
納
付
に
あ
っ
て
は
そ
れ
ぞ
れ
こ
れ
ら
の
規
定
に
よ
る
納
期
限
ま
で

に
、
同
条
第
３
４
項
の
申
告
納
付
に
あ
っ
て
は
遅
滞
な
く
市
長
に
提
出
し
、
及
び
そ
の
申
告
に

係
る
税
金
又
は
同
条
第
１
項
後
段
及
び
第
２
項
後
段
の
規
定
に
よ
り
提
出
が
あ
っ
た
も
の
と
み

な
さ
れ
る
申
告
書
に
係
る
税
金
を
施
行
規
則
第
２
２
号
の
４
様
式
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
に
よ
る
納
付
書
に
よ
り
納
付
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
 

２
～
４
 
略
 

５
 
法
第
３
２
１
条
の
８
第
３
４
項
に
規
定
す
る
申
告
書
（
同
条
第
３
３
項
の
規
定
に
よ
る
申
告

書
を
含
む
。
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
同
じ
。）

に
係
る
税
金
を
納
付
す
る
場
合
に
は
、
当
該
税
金

に
係
る
同
条
第
１
項
、
第
２
項
又
は
第
３
１
項
の
納
期
限
（
納
期
限
の
延
長
が
あ
っ
た
と
き
は
、

そ
の
延
長
さ
れ
た
納
期
限
と
す
る
。
第
７
項
第
１
号
に
お
い
て
同
じ
。）

の
翌
日
か
ら
納
付
の
日

ま
で
の
期
間
の
日
数
に
応
じ
、
当
該
税
額
に
年
１
４
．
６
パ
ー
セ
ン
ト
（
申
告
書
を
提
出
し
た

日
（
同
条
第
３
５
項
の
規
定
の
適
用
が
あ
る
場
合
に
お
い
て
、
当
該
申
告
書
が
そ
の
提
出
期
限

前
に
提
出
さ
れ
た
と
き
は
、
当
該
提
出
期
限
）
ま
で
の
期
間
又
は
そ
の
期
間
の
末
日
の
翌
日
か

ら
１
月
を
経
過
す
る
日
ま
で
の
期
間
に
つ
い
て
は
、
年
７
．
３
パ
ー
セ
ン
ト
）
の
割
合
を
乗
じ

て
計
算
し
た
金
額
に
相
当
す
る
延
滞
金
額
を
加
算
し
て
施
行
規
則
第
２
２
号
の
４
様
式
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
に
よ
る
納
付
書
に
よ
り
納
付
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
 

６
～
１
６
 
略
 

第
４
９
条
 
略
 

（
法
人
の
市
民
税
に
係
る
不
足
税
額
の
納
付
の
手
続
）
 

第
５
０
条
 
法
人
の
市
民
税
の
納
税
者
は
、
法
第
３
２
１
条
の
１
２
の
規
定
に
基
づ
く
納
付
の
告



- 
8 
- 

 

知
を
受
け
た
場
合
に
は
、
当
該
不
足
税
額
を
当
該
通
知
書
の
指
定
す
る
期
限
ま
で
に
、
施
行
規

則
第
２
２
号
の
４
様
式
又
は
第
２
２
号
の
４
の
２
様
式
に
よ
る
納
付
書
に
よ
り
納
付
し
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
。
 

２
 
前
項
の
場
合
に
は
 
 
 
、
そ
の
不
足
税
額
に
法
第
３
２
１
条
の
８
第
１
項
、
第
２
項
又
は

第
３
１
項
の
納
期
限
（
同
条
第
３
５
項
の
申
告
納
付
に
係
る
法
人
税
割
に
係
る
不
足
税
額
が
あ

る
場
合
に
は
、
同
条
第
１
項
又
は
第
２
項
の
納
期
限
と
し
、
納
期
限
の
延
長
が
あ
っ
た
場
合
に

は
、
そ
の
延
長
さ
れ
た
納
期
限
と
す
る
。
第
４
項
第
１
号
に
お
い
て
同
じ
。）

の
翌
日
か
ら
納
付

の
日
ま
で
の
期
間
の
日
数
に
応
じ
、
年
１
４
．
６
パ
ー
セ
ン
ト
（
前
項
の
納
期
限
ま
で
の
期
間

又
は
当
該
納
期
限
の
翌
日
か
ら
１
月
を
経
過
す
る
日
ま
で
の
期
間
に
つ
い
て
は
、
年
７
．
３
パ

ー
セ
ン
ト
）
の
割
合
を
乗
じ
て
計
算
し
た
金
額
に
相
当
す
る
延
滞
金
額
を
加
算
し
て
納
付
し
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
。
 

３
・
４
 
略
 

第
５
１
条
～
第
８
１
条
の
８
 
略
 

（
種
別
割
の
税
率
）
 

第
８
２
条
 
次
の
各
号
に
掲
げ
る
軽
自
動
車
等
に
対
し
て
課
す
る
種
別
割
の
税
率
は
、
１
台
に
つ

い
て
、
そ
れ
ぞ
れ
当
該
各
号
に
定
め
る
額
と
す
る
。
 

（
１
）
 
原
動
機
付
自
転
車
 

ア
～
ウ
 
略
 

エ
 
３
輪
以
上
の
も
の
（
車
室
を
備
え
ず
、
か
つ
、
輪
距
（
２
以
上
の
輪
距
を
有
す
る
も
の

に
あ
っ
て
は
、
そ
の
輪
距
の
う
ち
最
大
の
も
の
）
が
０
．
５
メ
ー
ト
ル
以
下
で
あ
る
も
の
 

、
 
側
面
が
構
造
上
開
放
さ
れ
て
い
る
車
室
を
備
え
、
か
つ
、
輪
距
が
０
．
５
メ
ー
ト
ル

以
下
の
３
輪
の
も
の
及
び
道
路
運
送
車
両
の
保
安
基
準
（
昭
和
２
６
年
運
輸
省
令
第
６
７

号
）
第
１
条
第
１
項
第
１
３
号
の
６
に
規
定
す
る
特
定
小
型
原
動
機
付
自
転
車
を
除
く
。）

で
、
総
排
気
量
が
０
．
０
２
リ
ッ
ト
ル
を
超
え
る
も
の
又
は
定
格
出
力
が
０
．
２
５
キ
ロ

ワ
ッ
ト
を
超
え
る
も
の
 
年
額
 
３
，
７
０
０
円
 

 
（
２
）・
（
３
）
 
略
 

第
８
３
条
～
第
９
７
条
 
略
 

（
た
ば
こ
税
の
申
告
納
付
の
手
続
）
 

第
９
８
条
 
前
条
の
規
定
に
よ
っ
て
た
ば
こ
税
を
申
告
納
付
す
べ
き
者
（
以
下
こ
の
節
に
お
い
て

「
申
告
納
税
者
」
と
い
う
。）

は
、
毎
月
末
日
ま
で
に
、
前
月
の
初
日
か
ら
末
日
ま
で
の
間
に
お

知
を
受
け
た
場
合
に
は
、
当
該
不
足
税
額
を
当
該
通
知
書
の
指
定
す
る
期
限
ま
で
に
、
施
行
規

則
第
２
２
号
の
４
様
式
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
に
よ
る
納
付
書
に
よ
り
納
付
し
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
。
 

２
 
前
項
の
場
合
に
お
い
て
は
、
そ
の
不
足
税
額
に
法
第
３
２
１
条
の
８
第
１
項
、
第
２
項
又
は

第
３
１
項
の
納
期
限
（
同
条
第
３
５
項
の
申
告
納
付
に
係
る
法
人
税
割
に
係
る
不
足
税
額
が
あ

る
場
合
に
は
、
同
条
第
１
項
又
は
第
２
項
の
納
期
限
と
し
、
納
期
限
の
延
長
が
あ
っ
た
場
合
に

は
、
そ
の
延
長
さ
れ
た
納
期
限
と
す
る
。
第
４
項
第
１
号
に
お
い
て
同
じ
。）

の
翌
日
か
ら
納
付

の
日
ま
で
の
期
間
の
日
数
に
応
じ
、
年
１
４
．
６
パ
ー
セ
ン
ト
（
前
項
の
納
期
限
ま
で
の
期
間

又
は
当
該
納
期
限
の
翌
日
か
ら
１
月
を
経
過
す
る
日
ま
で
の
期
間
に
つ
い
て
は
、
年
７
．
３
パ

ー
セ
ン
ト
）
の
割
合
を
乗
じ
て
計
算
し
た
金
額
に
相
当
す
る
延
滞
金
額
を
加
算
し
て
納
付
し
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
。
 

３
・
４
 
略
 

第
５
１
条
～
第
８
１
条
の
８
 
略
 

（
種
別
割
の
税
率
）
 

第
８
２
条
 
次
の
各
号
に
掲
げ
る
軽
自
動
車
等
に
対
し
て
課
す
る
種
別
割
の
税
率
は
、
１
台
に
つ

い
て
、
そ
れ
ぞ
れ
当
該
各
号
に
定
め
る
額
と
す
る
。
 

（
１
）
 
原
動
機
付
自
転
車
 

ア
～
ウ
 
略
 

エ
 
３
輪
以
上
の
も
の
（
車
室
を
備
え
ず
、
か
つ
、
輪
距
（
２
以
上
の
輪
距
を
有
す
る
も
の

に
あ
っ
て
は
、
そ
の
輪
距
の
う
ち
最
大
の
も
の
）
が
０
．
５
メ
ー
ト
ル
以
下
で
あ
る
も
の

及
び
側
面
が
構
造
上
開
放
さ
れ
て
い
る
車
室
を
備
え
、
か
つ
、
輪
距
が
０
．
５
メ
ー
ト
ル

以
下
の
３
輪
の
も
の
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
を
除
く
。）

で
、
総
排
気
量
が
０
．
０
２
リ
ッ
ト
ル
を
超
え
る
も
の
又
は
定
格
出
力
が
０
．
２
５
キ
ロ

ワ
ッ
ト
を
超
え
る
も
の
 
年
額
 
３
，
７
０
０
円
 

 
（
２
）・
（
３
）
 
略
 

第
８
３
条
～
第
９
７
条
 
略
 

（
た
ば
こ
税
の
申
告
納
付
の
手
続
）
 

第
９
８
条
 
前
条
の
規
定
に
よ
っ
て
た
ば
こ
税
を
申
告
納
付
す
べ
き
者
（
以
下
こ
の
節
に
お
い
て

「
申
告
納
税
者
」
と
い
う
。）

は
、
毎
月
末
日
ま
で
に
、
前
月
の
初
日
か
ら
末
日
ま
で
の
間
に
お
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け
る
売
渡
し
等
に
係
る
製
造
た
ば
こ
の
品
目
ご
と
の
課
税
標
準
た
る
本
数
の
合
計
数
（
以
下
こ

の
節
に
お
い
て
「
課
税
標
準
数
量
」
と
い
う
。）

及
び
当
該
課
税
標
準
数
量
に
対
す
る
た
ば
こ
税

額
、
第
９
６
条
第
１
項
の
規
定
に
よ
り
免
除
を
受
け
よ
う
と
す
る
場
合
に
あ
っ
て
は
同
項
の
適

用
を
受
け
よ
う
と
す
る
製
造
た
ば
こ
に
係
る
た
ば
こ
税
額
並
び
に
次
条
第
１
項
の
規
定
に
よ
り

控
除
を
受
け
よ
う
と
す
る
場
合
に
あ
っ
て
は
同
項
の
適
用
を
受
け
よ
う
と
す
る
た
ば
こ
税
額
そ

の
他
必
要
な
事
項
を
記
載
し
た
施
行
規
則
第
３
４
号
の
２
様
式
に
よ
る
申
告
書
を
市
長
に
提
出

し
、
及
び
そ
の
申
告
に
係
る
税
金
を
施
行
規
則
第
３
４
号
の
２
の
５
様
式
又
は
第
３
４
号
の
２

の
５
の
２
様
式
に
よ
る
納
付
書
に
よ
っ
て
納
付
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。こ

の
場
合
に
お
い
て
、

当
該
申
告
書
に
は
、
第
９
６
条
第
３
項
に
規
定
す
る
書
類
及
び
次
条
第
１
項
の
返
還
に
係
る
製

造
た
ば
こ
の
品
目
ご
と
の
数
量
に
つ
い
て
の
明
細
を
記
載
し
た
施
行
規
則
第
１
６
号
の
５
様
式

に
よ
る
書
類
を
添
付
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
 

２
～
４
 
略
 

５
 
前
項
の
修
正
申
告
書
に
係
る
税
金
を
納
付
す
る
場
合
に
は
、
当
該
税
金
に
係
る
第
１
項
又
は

第
２
項
の
納
期
限
（
納
期
限
の
延
長
が
あ
っ
た
と
き
は
、
そ
の
延
長
さ
れ
た
納
期
限
。
第
１
０

１
条
第
２
項
に
お
い
て
同
じ
。）

の
翌
日
か
ら
納
付
の
日
ま
で
の
期
間
の
日
数
に
応
じ
、
当
該
税

額
に
年
１
４
．
６
パ
ー
セ
ン
ト
（
修
正
申
告
書
を
提
出
し
た
日
ま
で
の
期
間
又
は
そ
の
日
の
翌

日
か
ら
１
月
を
経
過
す
る
日
ま
で
の
期
間
に
つ
い
て
は
、
年
７
．
３
パ
ー
セ
ン
ト
）
の
割
合
を

乗
じ
て
計
算
し
た
金
額
に
相
当
す
る
延
滞
金
額
を
加
算
し
て
、
施
行
規
則
第
３
４
号
の
２
の
５

様
式
又
は
第
３
４
号
の
２
の
５
の
２
様
式
に
よ
る
納
付
書
に
よ
っ
て
納
付
し
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
。
 

第
９
９
条
～
第
１
０
０
条
の
２
 
略
 

（
た
ば
こ
税
に
係
る
不
足
税
額
等
の
納
付
手
続
）
 

第
１
０
１
条
 
た
ば
こ
税
の
納
税
義
務
者
は
、
法
第
４
８
１
条
、
第
４
８
３
条
又
は
第
４
８
４
条

の
規
定
に
基
づ
く
納
付
の
告
知
を
受
け
た
場
合
に
は
、
当
該
不
足
税
額
又
は
過
少
申
告
加
算
金

額
、
不
申
告
加
算
金
額
若
し
く
は
重
加
算
金
額
を
、
当
該
通
知
書
の
指
定
す
る
期
限
ま
で
に
、

施
行
規
則
第
３
４
号
の
２
の
５
様
式
又
は
第
３
４
号
の
２
の
５
の
２
様
式
に
よ
る
納
付
書
に
よ

っ
て
納
付
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
 

２
 
略
 

第
１
０
２
条
～
第
１
５
１
条
 
略
 

 
 
 
附
 
則
 

け
る
売
渡
し
等
に
係
る
製
造
た
ば
こ
の
品
目
ご
と
の
課
税
標
準
た
る
本
数
の
合
計
数
（
以
下
こ

の
節
に
お
い
て
「
課
税
標
準
数
量
」
と
い
う
。）

及
び
当
該
課
税
標
準
数
量
に
対
す
る
た
ば
こ
税

額
、
第
９
６
条
第
１
項
の
規
定
に
よ
り
免
除
を
受
け
よ
う
と
す
る
場
合
に
あ
っ
て
は
同
項
の
適

用
を
受
け
よ
う
と
す
る
製
造
た
ば
こ
に
係
る
た
ば
こ
税
額
並
び
に
次
条
第
１
項
の
規
定
に
よ
り

控
除
を
受
け
よ
う
と
す
る
場
合
に
あ
っ
て
は
同
項
の
適
用
を
受
け
よ
う
と
す
る
た
ば
こ
税
額
そ

の
他
必
要
な
事
項
を
記
載
し
た
施
行
規
則
第
３
４
号
の
２
様
式
に
よ
る
申
告
書
を
市
長
に
提
出

し
、
及
び
そ
の
申
告
に
係
る
税
金
を
施
行
規
則
第
３
４
号
の
２
の
５
様
式
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
に
よ
る
納
付
書
に
よ
っ
て
納
付
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、

当
該
申
告
書
に
は
、
第
９
６
条
第
３
項
に
規
定
す
る
書
類
及
び
次
条
第
１
項
の
返
還
に
係
る
製

造
た
ば
こ
の
品
目
ご
と
の
数
量
に
つ
い
て
の
明
細
を
記
載
し
た
施
行
規
則
第
１
６
号
の
５
様
式

に
よ
る
書
類
を
添
付
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
 

２
～
４
 
略
 

５
 
前
項
の
修
正
申
告
書
に
係
る
税
金
を
納
付
す
る
場
合
に
は
、
当
該
税
金
に
係
る
第
１
項
又
は

第
２
項
の
納
期
限
（
納
期
限
の
延
長
が
あ
っ
た
と
き
は
、
そ
の
延
長
さ
れ
た
納
期
限
。
第
１
０

１
条
第
２
項
に
お
い
て
同
じ
。）

の
翌
日
か
ら
納
付
の
日
ま
で
の
期
間
の
日
数
に
応
じ
、
当
該
税

額
に
年
１
４
．
６
パ
ー
セ
ン
ト
（
修
正
申
告
書
を
提
出
し
た
日
ま
で
の
期
間
又
は
そ
の
日
の
翌

日
か
ら
１
月
を
経
過
す
る
日
ま
で
の
期
間
に
つ
い
て
は
、
年
７
．
３
パ
ー
セ
ン
ト
）
の
割
合
を

乗
じ
て
計
算
し
た
金
額
に
相
当
す
る
延
滞
金
額
を
加
算
し
て
、
施
行
規
則
第
３
４
号
の
２
の
５

様
式
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
に
よ
る
納
付
書
に
よ
っ
て
納
付
し
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
。
 

第
９
９
条
～
第
１
０
０
条
の
２
 
略
 

（
た
ば
こ
税
に
係
る
不
足
税
額
等
の
納
付
手
続
）
 

第
１
０
１
条
 
た
ば
こ
税
の
納
税
義
務
者
は
、
法
第
４
８
１
条
、
第
４
８
３
条
又
は
第
４
８
４
条

の
規
定
に
基
づ
く
納
付
の
告
知
を
受
け
た
場
合
に
は
、
当
該
不
足
税
額
又
は
過
少
申
告
加
算
金

額
、
不
申
告
加
算
金
額
若
し
く
は
重
加
算
金
額
を
、
当
該
通
知
書
の
指
定
す
る
期
限
ま
で
に
、

施
行
規
則
第
３
４
号
の
２
の
５
様
式
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
に
よ
る
納
付
書
に
よ

っ
て
納
付
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
 

２
 
略
 

第
１
０
２
条
～
第
１
５
１
条
 
略
 

 
 
 
附
 
則
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 第
１
条
～
第
７
条
 
略
 

（
肉
用
牛
の
売
却
に
よ
る
事
業
所
得
に
係
る
市
民
税
の
課
税
の
特
例
）
 

第
８
条
 
昭
和
５
７
年
度
か
ら
令
和
９
年
度
ま
で
の
各
年
度
分
の
個
人
の
市
民
税
に
限
り
、
法
附

則
第
６
条
第
４
項
に
規
定
す
る
場
合
に
お
い
て
、
第
３
６
条
の
２
第
１
項
の
規
定
に
よ
る
申
告

書
（
そ
の
提
出
期
限
後
に
お
い
て
市
民
税
の
納
税
通
知
書
が
送
達
さ
れ
る
時
ま
で
に
提
出
さ
れ

た
も
の
及
び
そ
の
時
ま
で
に
提
出
さ
れ
た
第
３
６
条
の
３
第
１
項
の
確
定
申
告
書
を
含
む
。
次

項
に
お
い
て
同
じ
。）
に
肉
用
牛
の
売
却
に
係
る
租
税
特
別
措
置
法
第
２
５
条
第
１
項
に
規
定
す

る
事
業
所
得
の
明
細
に
関
す
る
事
項
の
記
載
が
あ
る
と
き
（
こ
れ
ら
の
申
告
書
に
そ
の
記
載
が

な
い
こ
と
に
つ
い
て
や
む
を
得
な
い
理
由
が
あ
る
と
市
長
が
認
め
る
と
き
を
含
む
。
次
項
に
お

い
て
同
じ
。）

は
、
当
該
事
業
所
得
に
係
る
市
民
税
の
所
得
割
の
額
を
免
除
す
る
。
 

２
・
３
 
略
 

第
９
条
・
第
９
条
の
２
 
略
 

（
読
替
規
定
）
 

第
１
０
条
 
法
附
則
第
１
５
条
か
ら
第
１
５
条
の
３
の
２
ま
で
又
は
第
６
３
条
 
 
 
 
 
の
規

定
の
適
用
が
あ
る
各
年
度
分
の
固
定
資
産
税
に
限
り
、
第
６
１
条
第
８
項
中
「
又
は
第
３
４
９

条
の
３
の
４
か
ら
第
３
４
９
条
の
５
ま
で
」
と
あ
る
の
は
、「

若
し
く
は
第
３
４
９
条
の
３
の
４

か
ら
第
３
４
９
条
の
５
ま
で
又
は
附
則
第
１
５
条
か
ら
第
１
５
条
の
３
の
２
ま
で
若
し
く
は
第

６
３
条
 
 
 
 
 
」
と
す
る
。
 

（
法
附
則
第
１
５
条
第
２
項
第
１
号
等
の
条
例
で
定
め
る
割
合
）
 

第
１
０
条
の
２
 
略
 

２
 
略
 

３
 
法
附
則
第
１
５
条
第
１
４
項
に
規
定
す
る
市
町
村
の
条
例
で
定
め
る
割
合
は
５
分
の
３
（
都

市
再
生
特
別
措
置
法
（
平
成
１
４
年
法
律
第
２
２
号
）
第
２
条
第
５
項
に
規
定
す
る
特
定
都
市

再
生
緊
急
整
備
地
域
に
お
け
る
法
附
則
第
１
５
条
第
１
４
項
に
規
定
す
る
市
町
村
の
条
例
で
定

め
る
割
合
は
２
分
の
１
）
と
す
る
。
 

４
 
法
附
則
第
１
５
条
第
２
１
項
に
規
定
す
る
市
町
村
の
条
例
で
定
め
る
割
合
は
２
分
の
１
と
す

る
。
 

５
 
法
附
則
第
１
５
条
第
２
２
項
第
１
号
に
規
定
す
る
市
町
村
の
条
例
で
定
め
る
割
合
は
３
分
の

２
と
す
る
。
 

６
 
法
附
則
第
１
５
条
第
２
２
項
第
２
号
に
規
定
す
る
市
町
村
の
条
例
で
定
め
る
割
合
は
２
分
の

第
１
条
～
第
７
条
 
略
 

（
肉
用
牛
の
売
却
に
よ
る
事
業
所
得
に
係
る
市
民
税
の
課
税
の
特
例
）
 

第
８
条
 
昭
和
５
７
年
度
か
ら
令
和
６
年
度
ま
で
の
各
年
度
分
の
個
人
の
市
民
税
に
限
り
、
法
附

則
第
６
条
第
４
項
に
規
定
す
る
場
合
に
お
い
て
、
第
３
６
条
の
２
第
１
項
の
規
定
に
よ
る
申
告

書
（
そ
の
提
出
期
限
後
に
お
い
て
市
民
税
の
納
税
通
知
書
が
送
達
さ
れ
る
時
ま
で
に
提
出
さ
れ

た
も
の
及
び
そ
の
時
ま
で
に
提
出
さ
れ
た
第
３
６
条
の
３
第
１
項
の
確
定
申
告
書
を
含
む
。
次

項
に
お
い
て
同
じ
。）
に
肉
用
牛
の
売
却
に
係
る
租
税
特
別
措
置
法
第
２
５
条
第
１
項
に
規
定
す

る
事
業
所
得
の
明
細
に
関
す
る
事
項
の
記
載
が
あ
る
と
き
（
こ
れ
ら
の
申
告
書
に
そ
の
記
載
が

な
い
こ
と
に
つ
い
て
や
む
を
得
な
い
理
由
が
あ
る
と
市
長
が
認
め
る
と
き
を
含
む
。
次
項
に
お

い
て
同
じ
。）

は
、
当
該
事
業
所
得
に
係
る
市
民
税
の
所
得
割
の
額
を
免
除
す
る
。
 

２
・
３
 
略
 

第
９
条
・
第
９
条
の
２
 
略
 

（
読
替
規
定
）
 

第
１
０
条
 
法
附
則
第
１
５
条
か
ら
第
１
５
条
の
３
の
２
ま
で
、
第
６
３
条
又
は
第
６
４
条
の
規

定
の
適
用
が
あ
る
各
年
度
分
の
固
定
資
産
税
に
限
り
、
第
６
１
条
第
８
項
中
「
又
は
第
３
４
９

条
の
３
の
４
か
ら
第
３
４
９
条
の
５
ま
で
」
と
あ
る
の
は
、「

若
し
く
は
第
３
４
９
条
の
３
の
４

か
ら
第
３
４
９
条
の
５
ま
で
又
は
附
則
第
１
５
条
か
ら
第
１
５
条
の
３
の
２
ま
で
、
第
６
３
条

若
し
く
は
第
６
４
条
」
と
す
る
。
 

（
法
附
則
第
１
５
条
第
２
項
第
１
号
等
の
条
例
で
定
め
る
割
合
）
 

第
１
０
条
の
２
 
略
 

２
 
略
 

３
 
法
附
則
第
１
５
条
第
１
５
項
に
規
定
す
る
市
町
村
の
条
例
で
定
め
る
割
合
は
５
分
の
３
（
都

市
再
生
特
別
措
置
法
（
平
成
１
４
年
法
律
第
２
２
号
）
第
２
条
第
５
項
に
規
定
す
る
特
定
都
市

再
生
緊
急
整
備
地
域
に
お
け
る
法
附
則
第
１
５
条
第
１
５
項
に
規
定
す
る
市
町
村
の
条
例
で
定

め
る
割
合
は
２
分
の
１
）
と
す
る
。
 

４
 
法
附
則
第
１
５
条
第
２
２
項
に
規
定
す
る
市
町
村
の
条
例
で
定
め
る
割
合
は
２
分
の
１
と
す

る
。
 

５
 
法
附
則
第
１
５
条
第
２
３
項
第
１
号
に
規
定
す
る
市
町
村
の
条
例
で
定
め
る
割
合
は
３
分
の

２
と
す
る
。
 

６
 
法
附
則
第
１
５
条
第
２
３
項
第
２
号
に
規
定
す
る
市
町
村
の
条
例
で
定
め
る
割
合
は
２
分
の
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１
と
す
る
。
 

７
 
法
附
則
第
１
５
条
第
２
２
項
第
３
号
に
規
定
す
る
市
町
村
の
条
例
で
定
め
る
割
合
は
２
分
の

１
と
す
る
。
 

８
 
法
附
則
第
１
５
条
第
２
３
項
第
１
号
に
規
定
す
る
市
町
村
の
条
例
で
定
め
る
割
合
は
３
分
の

２
と
す
る
。
 

９
 
法
附
則
第
１
５
条
第
２
３
項
第
２
号
に
規
定
す
る
市
町
村
の
条
例
で
定
め
る
割
合
は
２
分
の

１
と
す
る
。
 

１
０
 
法
附
則
第
１
５
条
第
２
５
項
第
１
号
イ
に
規
定
す
る
設
備
に
つ
い
て
同
号
に
規
定
す
る
市

町
村
の
条
例
で
定
め
る
割
合
は
３
分
の
２
と
す
る
。
 

１
１
 
法
附
則
第
１
５
条
第
２
５
項
第
１
号
ロ
に
規
定
す
る
設
備
に
つ
い
て
同
号
に
規
定
す
る
市

町
村
の
条
例
で
定
め
る
割
合
は
３
分
の
２
と
す
る
。
 

１
２
 
法
附
則
第
１
５
条
第
２
５
項
第
１
号
ハ
に
規
定
す
る
設
備
に
つ
い
て
同
号
に
規
定
す
る
市

町
村
の
条
例
で
定
め
る
割
合
は
３
分
の
２
と
す
る
。
 

１
３
 
法
附
則
第
１
５
条
第
２
５
項
第
１
号
ニ
に
規
定
す
る
設
備
に
つ
い
て
同
号
に
規
定
す
る
市

町
村
の
条
例
で
定
め
る
割
合
は
３
分
の
２
と
す
る
。
 

１
４
 
法
附
則
第
１
５
条
第
２
５
項
第
２
号
イ
に
規
定
す
る
設
備
に
つ
い
て
同
号
に
規
定
す
る
市

町
村
の
条
例
で
定
め
る
割
合
は
４
分
の
３
と
す
る
。
 

１
５
 
法
附
則
第
１
５
条
第
２
５
項
第
２
号
ロ
に
規
定
す
る
設
備
に
つ
い
て
同
号
に
規
定
す
る
市

町
村
の
条
例
で
定
め
る
割
合
は
４
分
の
３
と
す
る
。
 

１
６
 
法
附
則
第
１
５
条
第
２
５
項
第
２
号
ハ
に
規
定
す
る
設
備
に
つ
い
て
同
号
に
規
定
す
る
市

町
村
の
条
例
で
定
め
る
割
合
は
４
分
の
３
と
す
る
。
 

１
７
 
法
附
則
第
１
５
条
第
２
５
項
第
３
号
イ
に
規
定
す
る
設
備
に
つ
い
て
同
号
に
規
定
す
る
市

町
村
の
条
例
で
定
め
る
割
合
は
２
分
の
１
と
す
る
。
 

１
８
 
法
附
則
第
１
５
条
第
２
５
項
第
３
号
ロ
に
規
定
す
る
設
備
に
つ
い
て
同
号
に
規
定
す
る
市

町
村
の
条
例
で
定
め
る
割
合
は
２
分
の
１
と
す
る
。
 

１
９
 
法
附
則
第
１
５
条
第
２
５
項
第
３
号
ハ
に
規
定
す
る
設
備
に
つ
い
て
同
号
に
規
定
す
る
市

町
村
の
条
例
で
定
め
る
割
合
は
２
分
の
１
と
す
る
。
 

２
０
 
法
附
則
第
１
５
条
第
２
８
項
に
規
定
す
る
市
町
村
の
条
例
で
定
め
る
割
合
は
３
分
の
２
と

す
る
。
 

２
１
 
法
附
則
第
１
５
条
第
３
２
項
に
規
定
す
る
市
町
村
の
条
例
で
定
め
る
割
合
は
２
分
の
１
と

１
と
す
る
。
 

７
 
法
附
則
第
１
５
条
第
２
３
項
第
３
号
に
規
定
す
る
市
町
村
の
条
例
で
定
め
る
割
合
は
２
分
の

１
と
す
る
。
 

８
 
法
附
則
第
１
５
条
第
２
４
項
第
１
号
に
規
定
す
る
市
町
村
の
条
例
で
定
め
る
割
合
は
３
分
の

２
と
す
る
。
 

９
 
法
附
則
第
１
５
条
第
２
４
項
第
２
号
に
規
定
す
る
市
町
村
の
条
例
で
定
め
る
割
合
は
２
分
の

１
と
す
る
。
 

１
０
 
法
附
則
第
１
５
条
第
２
６
項
第
１
号
イ
に
規
定
す
る
設
備
に
つ
い
て
同
号
に
規
定
す
る
市

町
村
の
条
例
で
定
め
る
割
合
は
３
分
の
２
と
す
る
。
 

１
１
 
法
附
則
第
１
５
条
第
２
６
項
第
１
号
ロ
に
規
定
す
る
設
備
に
つ
い
て
同
号
に
規
定
す
る
市

町
村
の
条
例
で
定
め
る
割
合
は
３
分
の
２
と
す
る
。
 

１
２
 
法
附
則
第
１
５
条
第
２
６
項
第
１
号
ハ
に
規
定
す
る
設
備
に
つ
い
て
同
号
に
規
定
す
る
市

町
村
の
条
例
で
定
め
る
割
合
は
３
分
の
２
と
す
る
。
 

１
３
 
法
附
則
第
１
５
条
第
２
６
項
第
１
号
ニ
に
規
定
す
る
設
備
に
つ
い
て
同
号
に
規
定
す
る
市

町
村
の
条
例
で
定
め
る
割
合
は
３
分
の
２
と
す
る
。
 

１
４
 
法
附
則
第
１
５
条
第
２
６
項
第
２
号
イ
に
規
定
す
る
設
備
に
つ
い
て
同
号
に
規
定
す
る
市

町
村
の
条
例
で
定
め
る
割
合
は
４
分
の
３
と
す
る
。
 

１
５
 
法
附
則
第
１
５
条
第
２
６
項
第
２
号
ロ
に
規
定
す
る
設
備
に
つ
い
て
同
号
に
規
定
す
る
市

町
村
の
条
例
で
定
め
る
割
合
は
４
分
の
３
と
す
る
。
 

１
６
 
法
附
則
第
１
５
条
第
２
６
項
第
２
号
ハ
に
規
定
す
る
設
備
に
つ
い
て
同
号
に
規
定
す
る
市

町
村
の
条
例
で
定
め
る
割
合
は
４
分
の
３
と
す
る
。
 

１
７
 
法
附
則
第
１
５
条
第
２
６
項
第
３
号
イ
に
規
定
す
る
設
備
に
つ
い
て
同
号
に
規
定
す
る
市

町
村
の
条
例
で
定
め
る
割
合
は
２
分
の
１
と
す
る
。
 

１
８
 
法
附
則
第
１
５
条
第
２
６
項
第
３
号
ロ
に
規
定
す
る
設
備
に
つ
い
て
同
号
に
規
定
す
る
市

町
村
の
条
例
で
定
め
る
割
合
は
２
分
の
１
と
す
る
。
 

１
９
 
法
附
則
第
１
５
条
第
２
６
項
第
３
号
ハ
に
規
定
す
る
設
備
に
つ
い
て
同
号
に
規
定
す
る
市

町
村
の
条
例
で
定
め
る
割
合
は
２
分
の
１
と
す
る
。
 

２
０
 
法
附
則
第
１
５
条
第
２
９
項
に
規
定
す
る
市
町
村
の
条
例
で
定
め
る
割
合
は
３
分
の
２
と

す
る
。
 

２
１
 
法
附
則
第
１
５
条
第
３
３
項
に
規
定
す
る
市
町
村
の
条
例
で
定
め
る
割
合
は
２
分
の
１
と
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す
る
。
 

２
２
 
法
附
則
第
１
５
条
第
３
３
項
に
規
定
す
る
市
町
村
の
条
例
で
定
め
る
割
合
は
３
分
の
２
と

す
る
。
 

２
３
 
法
附
則
第
１
５
条
第
３
８
項
に
規
定
す
る
市
町
村
の
条
例
で
定
め
る
割
合
は
３
分
の
２
と

す
る
。
 

２
４
 
法
附
則
第
１
５
条
第
４
２
項
に
規
定
す
る
市
町
村
の
条
例
で
定
め
る
割
合
は
３
分
の
１
と

す
る
。
 

２
５
 
法
附
則
第
１
５
条
第
４
３
項
に
規
定
す
る
市
町
村
の
条
例
で
定
め
る
割
合
は
４
分
の
３
と

す
る
。
 

２
６
 
略
 

 ２
７
 
法
附
則
第
１
５
条
の
９
の
３
第
１
項
に
規
定
す
る
市
町
村
の
条
例
で
定
め
る
割
合
は
３
分

の
１
と
す
る
。
 

（
新
築
住
宅
等
に
対
す
る
固
定
資
産
税
の
減
額
の
規
定
の
適
用
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
が
す
べ

き
申
告
）
 

第
１
０
条
の
３
 
略
 

２
～
１
１
 
略
 

１
２
 
法
附
則
第
１
５
条
の
９
の
３
第
１
項
に
規
定
す
る
特
定
マ
ン
シ
ョ
ン
に
係
る
区
分
所
有
に

係
る
家
屋
に
つ
い
て
、
同
項
の
規
定
の
適
用
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
は
、
当
該
特
定
マ
ン
シ
ョ

ン
に
係
る
同
項
に
規
定
す
る
工
事
が
完
了
し
た
日
か
ら
３
月
以
内
に
、
次
に
掲
げ
る
事
項
を
記

載
し
た
申
告
書
に
施
行
規
則
附
則
第
７
条
第
１
６
項
各
号
に
掲
げ
る
書
類
を
添
付
し
て
市
長
に

提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
 

（
１
）
 
納
税
義
務
者
の
住
所
、
氏
名
又
は
名
称
及
び
個
人
番
号
又
は
法
人
番
号
（
個
人
番
号

又
は
法
人
番
号
を
有
し
な
い
者
に
あ
っ
て
は
、
住
所
及
び
氏
名
又
は
名
称
）
 

（
２
）
 
家
屋
の
所
在
、
家
屋
番
号
、
種
類
及
び
床
面
積
 

（
３
）
 
家
屋
の
建
築
年
月
日
及
び
登
記
年
月
日
 

（
４
）
 
当
該
工
事
が
完
了
し
た
年
月
日
 

（
５
）
 
当
該
工
事
が
完
了
し
た
日
か
ら
３
月
を
経
過
し
た
後
に
申
告
書
を
提
出
す
る
場
合
に

は
、
３
月
以
内
に
提
出
す
る
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
理
由
 

１
３
 
法
附
則
第
１
５
条
の
１
０
第
１
項
の
耐
震
基
準
適
合
家
屋
に
つ
い
て
、
同
項
の
規
定
の
適

す
る
。
 

２
２
 
法
附
則
第
１
５
条
第
３
４
項
に
規
定
す
る
市
町
村
の
条
例
で
定
め
る
割
合
は
３
分
の
２
と

す
る
。
 

２
３
 
法
附
則
第
１
５
条
第
３
９
項
に
規
定
す
る
市
町
村
の
条
例
で
定
め
る
割
合
は
３
分
の
２
と

す
る
。
 

２
４
 
法
附
則
第
１
５
条
第
４
３
項
に
規
定
す
る
市
町
村
の
条
例
で
定
め
る
割
合
は
３
分
の
１
と

す
る
。
 

２
５
 
法
附
則
第
１
５
条
第
４
４
項
に
規
定
す
る
市
町
村
の
条
例
で
定
め
る
割
合
は
４
分
の
３
と

す
る
。
 

２
６
 
略
 

２
７
 
法
附
則
第
６
４
条
に
規
定
す
る
市
町
村
の
条
例
で
定
め
る
割
合
は
零
と
す
る
。
 

  

（
新
築
住
宅
等
に
対
す
る
固
定
資
産
税
の
減
額
の
規
定
の
適
用
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
が
す
べ

き
申
告
）
 

第
１
０
条
の
３
 
略
 

２
～
１
１
 
略
 

            １
２
 
法
附
則
第
１
５
条
の
１
０
第
１
項
の
耐
震
基
準
適
合
家
屋
に
つ
い
て
、
同
項
の
規
定
の
適
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用
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
は
、
当
該
耐
震
基
準
適
合
家
屋
に
係
る
耐
震
改
修
が
完
了
し
た
日
か

ら
３
月
以
内
に
、
次
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
し
た
申
告
書
に
施
行
規
則
附
則
第
７
条
第
１
７
項

に
規
定
す
る
補
助
に
係
る
補
助
金
確
定
通
知
書
の
写
し
、
建
築
物
の
耐
震
改
修
の
促
進
に
関
す

る
法
律
（
平
成
７
年
法
律
第
１
２
３
号
）
第
７
条
又
は
附
則
第
３
条
第
１
項
の
規
定
に
よ
る
報

告
の
写
し
及
び
当
該
耐
震
改
修
後
の
家
屋
が
令
附
則
第
１
２
条
第
１
９
項
に
規
定
す
る
基
準
を

満
た
す
こ
と
を
証
す
る
書
類
を
添
付
し
て
市
長
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
 

（
１
）
～
（
４
）
 
略
 

（
５
）
 
施
行
規
則
附
則
第
７
条
第
１
７
項
に
規
定
す
る
補
助
の
算
定
の
基
礎
と
な
っ
た
当
該

耐
震
基
準
適
合
家
屋
に
係
る
耐
震
改
修
に
要
し
た
費
用
 

 
（
６
）
 
略
 

１
４
 
略
 

（
平
成
２
８
年
熊
本
地
震
に
係
る
固
定
資
産
税
の
特
例
の
適
用
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
が
す
べ

き
申
告
等
）
 

第
１
０
条
の
４
 
略
 

２
 
法
附
則
第
１
６
条
の
２
第
１
項
（
同
条
第
２
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。）

の
規
定

の
適
用
を
受
け
る
土
地
に
係
る
令
和
５
年
度
分
及
び
令
和
６
年
度
分
の
固
定
資
産
税
に
つ
い
て

は
、
第
７
４
条
の
規
定
は
適
用
し
な
い
。
 

３
・
４
 
略
 

第
１
１
条
～
第
１
５
条
 
略
 

       

（
軽
自
動
車
税
の
環
境
性
能
割
の
賦
課
徴
収
の
特
例
）
 

第
１
５
条
の
２
 
 
 
略
 

２
・
３
 
略
 

４
 
前
項
の
規
定
の
適
用
が
あ
る
場
合
に
お
け
る
納
付
す
べ
き
軽
自
動
車
税
の
環
境
性
能
割
の
額

用
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
は
、
当
該
耐
震
基
準
適
合
家
屋
に
係
る
耐
震
改
修
が
完
了
し
た
日
か

ら
３
月
以
内
に
、
次
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
し
た
申
告
書
に
施
行
規
則
附
則
第
７
条
第
１
３
項

に
規
定
す
る
補
助
に
係
る
補
助
金
確
定
通
知
書
の
写
し
、
建
築
物
の
耐
震
改
修
の
促
進
に
関
す

る
法
律
（
平
成
７
年
法
律
第
１
２
３
号
）
第
７
条
又
は
附
則
第
３
条
第
１
項
の
規
定
に
よ
る
報

告
の
写
し
及
び
当
該
耐
震
改
修
後
の
家
屋
が
令
附
則
第
１
２
条
第
１
９
項
に
規
定
す
る
基
準
を

満
た
す
こ
と
を
証
す
る
書
類
を
添
付
し
て
市
長
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
 

（
１
）
～
（
４
）
 
略
 

（
５
）
 
施
行
規
則
附
則
第
７
条
第
１
３
項
に
規
定
す
る
補
助
の
算
定
の
基
礎
と
な
っ
た
当
該

耐
震
基
準
適
合
家
屋
に
係
る
耐
震
改
修
に
要
し
た
費
用
 

 
（
６
）
 
略
 

１
３
 
略
 

（
平
成
２
８
年
熊
本
地
震
に
係
る
固
定
資
産
税
の
特
例
の
適
用
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
が
す
べ

き
申
告
等
）
 

第
１
０
条
の
４
 
略
 

２
 
法
附
則
第
１
６
条
の
２
第
１
項
（
同
条
第
２
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。）

の
規
定

の
適
用
を
受
け
る
土
地
に
係
る
令
和
３
年
度
分
及
び
令
和
４
年
度
分
の
固
定
資
産
税
に
つ
い
て

は
、
第
７
４
条
の
規
定
は
適
用
し
な
い
。
 

３
・
４
 
略
 

第
１
１
条
～
第
１
５
条
 
略
 

（
軽
自
動
車
税
の
環
境
性
能
割
の
非
課
税
）
 

第
１
５
条
の
２
 
法
第
４
５
１
条
第
１
項
第
１
号
（
同
条
第
４
項
又
は
第
５
項
に
お
い
て
準
用
す

る
場
合
を
含
む
。）

に
掲
げ
る
３
輪
以
上
の
軽
自
動
車
（
自
家
用
の
も
の
に
限
る
。
以
下
こ
の
条

に
お
い
て
同
じ
。）

に
対
し
て
は
、
当
該
３
輪
以
上
の
軽
自
動
車
の
取
得
が
令
和
元
年
１
０
月
１

日
か
ら
令
和
３
年
１
２
月
３
１
日
ま
で
の
間
（
附
則
第
１
５
条
の
６
第
３
項
に
お
い
て
「
特
定

期
間
」
と
い
う
。）

に
行
わ
れ
た
と
き
に
限
り
、
第
８
０
条
第
１
項
の
規
定
に
関
わ
ら
ず
、
軽
自

動
車
税
の
環
境
性
能
割
を
課
さ
な
い
。
 

（
軽
自
動
車
税
の
環
境
性
能
割
の
賦
課
徴
収
の
特
例
）
 

第
１
５
条
の
２
の
２
 
略
 

２
・
３
 
略
 

４
 
前
項
の
規
定
の
適
用
が
あ
る
場
合
に
お
け
る
納
付
す
べ
き
軽
自
動
車
税
の
環
境
性
能
割
の
額
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は
、
同
項
の
不
足
額
に
、
こ
れ
に
１
０
０
分
の
３
５
の
割
合
を
乗
じ
て
計
算
し
た
金
額
を
加
算

し
た
金
額
と
す
る
。
 

第
１
５
条
の
３
～
第
１
５
条
の
５
 
略
 

（
軽
自
動
車
税
の
環
境
性
能
割
の
税
率
の
特
例
）
 

第
１
５
条
の
６
 
略
 

２
 
略
 

    （
軽
自
動
車
税
の
種
別
割
の
税
率
の
特
例
）
 

第
１
６
条
 
法
附
則
第
３
０
条
第
１
項
に
規
定
す
る
３
輪
以
上
の
軽
自
動
車
に
対
す
る
当
該
軽
自

動
車
が
最
初
の
法
第
４
４
４
条
第
３
項
に
規
定
す
る
車
両
番
号
の
指
定
（
次
項
か
ら
第
４
項
ま

で
に
お
い
て
「
初
回
車
両
番
号
指
定
」
と
い
う
。）

を
受
け
た
月
か
ら
起
算
し
て
１
４
年
を
経
過

し
た
月
の
属
す
る
年
度
以
後
の
年
度
分
の
軽
自
動
車
税
の
種
別
割
に
係
る
第
８
２
条
の
規
定
の

適
用
に
つ
い
て
は
、
当
分
の
間
、
次
の
表
の
左
欄
に
掲
げ
る
同
条
の
規
定
中
同
表
の
中
欄
に
掲

げ
る
字
句
は
、
そ
れ
ぞ
れ
同
表
の
右
欄
に
掲
げ
る
字
句
と
す
る
。
 

表
 
略
 

２
 
法
附
則
第
３
０
条
第
２
項
第
１
号
及
び
第
２
号
に
掲
げ
る
３
輪
以
上
の
軽
自
動
車
に
対
す
る

第
８
２
条
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
当
該
軽
自
動
車
が
令
和
４
年
４
月
１
日
か
ら
令
和
８

年
３
月
３
１
日
ま
で
の
間
に
初
回
車
両
番
号
指
定
を
受
け
た
場
合
に
は
、
当
該
初
回
車
両
番
号

指
定
を
受
け
た
日
の
属
す
る
年
度
の
翌
年
度
分
の
軽
自
動
車
税
の
種
別
割
に
限
り
、
次
の
表
の

左
欄
に
掲
げ
る
同
条
の
規
定
中
同
表
の
中
欄
に
掲
げ
る
字
句
は
、
そ
れ
ぞ
れ
同
表
の
右
欄
に
掲

げ
る
字
句
と
す
る
。
 

表
 
略
 

     

は
、
同
項
の
不
足
額
に
、
こ
れ
に
１
０
０
分
の
１
０
の
割
合
を
乗
じ
て
計
算
し
た
金
額
を
加
算

し
た
金
額
と
す
る
。
 

第
１
５
条
の
３
～
第
１
５
条
の
５
 
略
 

（
軽
自
動
車
税
の
環
境
性
能
割
の
税
率
の
特
例
）
 

第
１
５
条
の
６
 
略
 

２
 
略
 

３
 
自
家
用
の
３
輪
以
上
の
軽
自
動
車
で
あ
っ
て
乗
用
の
も
の
に
対
す
る
第
８
１
条
の
４
（
第
２

号
に
係
る
部
分
に
限
る
。）

及
び
前
項
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
当
該
軽
自
動
車
の
取
得
が

特
定
期
間
に
行
わ
れ
た
と
き
に
限
り
、
こ
れ
ら
の
規
定
中
「
１
０
０
分
の
２
」
と
あ
る
の
は
、

「
１
０
０
分
の
１
」
と
す
る
。
 

（
軽
自
動
車
税
の
種
別
割
の
税
率
の
特
例
）
 

第
１
６
条
 
法
附
則
第
３
０
条
第
１
項
に
規
定
す
る
３
輪
以
上
の
軽
自
動
車
に
対
す
る
当
該
軽
自

動
車
が
最
初
の
法
第
４
４
４
条
第
３
項
に
規
定
す
る
車
両
番
号
の
指
定
（
次
項
か
ら
第
８
項
ま

で
に
お
い
て
「
初
回
車
両
番
号
指
定
」
と
い
う
。）

を
受
け
た
月
か
ら
起
算
し
て
１
４
年
を
経
過

し
た
月
の
属
す
る
年
度
以
後
の
年
度
分
の
軽
自
動
車
税
の
種
別
割
に
係
る
第
８
２
条
の
規
定
の

適
用
に
つ
い
て
は
、
当
分
の
間
、
次
の
表
の
左
欄
に
掲
げ
る
同
条
の
規
定
中
同
表
の
中
欄
に
掲

げ
る
字
句
は
、
そ
れ
ぞ
れ
同
表
の
右
欄
に
掲
げ
る
字
句
と
す
る
。
 

表
 
略
 

２
 
法
附
則
第
３
０
条
第
２
項
第
１
号
及
び
第
２
号
に
掲
げ
る
３
輪
以
上
の
軽
自
動
車
に
対
す
る

第
８
２
条
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
当
該
軽
自
動
車
が
令
和
２
年
４
月
１
日
か
ら
令
和
３

年
３
月
３
１
日
ま
で
の
間
に
初
回
車
両
番
号
指
定
を
受
け
た
場
合
に
は
令
和
３
年
度
分
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
の
軽
自
動
車
税
の
種
別
割
に
限
り
、
次
の
表
の

左
欄
に
掲
げ
る
同
条
の
規
定
中
同
表
の
中
欄
に
掲
げ
る
字
句
は
、
そ
れ
ぞ
れ
同
表
の
右
欄
に
掲

げ
る
字
句
と
す
る
。
 

表
 
略
 

３
 
法
附
則
第
３
０
条
第
３
項
第
１
号
及
び
第
２
号
に
掲
げ
る
法
第
４
４
６
条
第
１
項
第
３
号
に

規
定
す
る
ガ
ソ
リ
ン
軽
自
動
車
（
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
「
ガ
ソ
リ
ン
軽
自
動
車
」
と
い
う
。）

の
う
ち
３
輪
以
上
の
も
の
に
対
す
る
第
８
２
条
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
当
該
ガ
ソ
リ
ン

軽
自
動
車
が
令
和
２
年
４
月
１
日
か
ら
令
和
３
年
３
月
３
１
日
ま
で
の
間
に
初
回
車
両
番
号
指

定
を
受
け
た
場
合
に
は
令
和
３
年
度
分
の
軽
自
動
車
税
の
種
別
割
に
限
り
、
次
の
表
の
左
欄
に
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掲
げ
る
同
条
の
規
定
中
同
表
の
中
欄
に
掲
げ
る
字
句
は
、
そ
れ
ぞ
れ
同
表
の
右
欄
に
掲
げ
る
字

句
と
す
る
。
 

第
２
号
ア
（
イ
）
 

3,
90
0
円
 

2,
00
0
円
 

第
２
号
ア
（
ウ
）
①
 

6,
90
0
円
 

3,
50
0
円
 

10
,8
00

円
 

5,
40
0
円
 

第
２
号
ア
（
ウ
）
②
 

3,
80
0
円
 

1,
90
0
円
 

5,
00
0
円
 

2,
50
0
円
 

４
 
法
附
則
第
３
０
条
第
４
項
第
１
号
及
び
第
２
号
に
掲
げ
る
ガ
ソ
リ
ン
軽
自
動
車
の
う
ち
３
輪

以
上
の
も
の
（
前
項
の
規
定
の
適
用
を
受
け
る
も
の
を
除
く
。）

に
対
す
る
第
８
２
条
の
規
定
の

適
用
に
つ
い
て
は
、
当
該
ガ
ソ
リ
ン
軽
自
動
車
が
令
和
２
年
４
月
１
日
か
ら
令
和
３
年
３
月
３

１
日
ま
で
の
間
に
初
回
車
両
番
号
指
定
を
受
け
た
場
合
に
は
令
和
３
年
度
分
の
軽
自
動
車
税
の

種
別
割
に
限
り
、
次
の
表
の
左
欄
に
掲
げ
る
同
条
の
規
定
中
同
表
の
中
欄
に
掲
げ
る
字
句
は
、

そ
れ
ぞ
れ
同
表
の
右
欄
に
掲
げ
る
字
句
と
す
る
。
 

第
２
号
ア
（
イ
）
 

3,
90
0
円
 

3,
00
0
円
 

第
２
号
ア
（
ウ
）
①
 

6,
90
0
円
 

5,
20
0
円
 

10
,8
00

円
 

8,
10
0
円
 

第
２
号
ア
（
ウ
）
②
 

3,
80
0
円
 

2,
90
0
円
 

5,
00
0
円
 

3,
80
0
円
 

５
 
法
附
則
第
３
０
条
第
２
項
第
１
号
及
び
第
２
号
に
掲
げ
る
３
輪
以
上
の
軽
自
動
車
の
う
ち
、

自
家
用
の
乗
用
の
も
の
に
対
す
る
第
８
２
条
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
当
該
軽
自
動
車
が

令
和
３
年
４
月
１
日
か
ら
令
和
４
年
３
月
３
１
日
ま
で
の
間
に
初
回
車
両
番
号
指
定
を
受
け
た

場
合
に
は
令
和
４
年
度
分
の
軽
自
動
車
税
の
種
別
割
に
限
り
、
当
該
軽
自
動
車
が
令
和
４
年
４

月
１
日
か
ら
令
和
５
年
３
月
３
１
日
ま
で
の
間
に
初
回
車
両
番
号
指
定
を
受
け
た
場
合
に
は
令

和
５
年
度
分
の
軽
自
動
車
税
の
種
別
割
に
限
り
、
第
２
項
の
表
の
左
欄
に
掲
げ
る
同
条
の
規
定

中
同
表
の
中
欄
に
掲
げ
る
字
句
は
、
そ
れ
ぞ
れ
同
表
の
右
欄
に
掲
げ
る
字
句
と
す
る
。
 

６
 
法
附
則
第
３
０
条
第
２
項
第

1
号
及
び
第
２
号
に
掲
げ
る
３
輪
以
上
の
軽
自
動
車
（
自
家
用

の
乗
用
の
も
の
を
除
く
。）

に
対
す
る
第
８
２
条
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
当
該
軽
自
動
車

が
令
和
３
年
４
月
１
日
か
ら
令
和
４
年
３
月
３
１
日
ま
で
の
間
に
初
回
車
両
番
号
指
定
を
受
け

た
場
合
に
は
令
和
４
年
度
分
の
軽
自
動
車
税
の
種
別
割
に
限
り
、
当
該
軽
自
動
車
が
令
和
４
年
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    ３
 
法
附
則
第
３
０
条
第
３
項
の
規
定
の
適
用
を
受
け
る
３
輪
以
上
の
法
第
４
４
６
条
第
１
項
第

３
号
に
規
定
す
る
ガ
ソ
リ
ン
軽
自
動
車
（
以
下
こ
の
項
及
び
次
項
に
お
い
て
「
ガ
ソ
リ
ン
軽
自

動
車
」
と
い
う
。）
（
営
業
用
の
乗
用
の
も
の
に
限
る
。）

に
対
す
る
第
８
２
条
の
規
定
の
適
用
に

つ
い
て
は
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
、
当
該
ガ
ソ
リ
ン
軽
自
動
車
が
令
和
４
年
４
月
１
日
か
ら
令
和
８
年
３
月
３
１
日
ま
で

の
間
に
初
回
車
両
番
号
指
定
を
受
け
た
場
合
に
は
、
当
該
初
回
車
両
番
号
指
定
を
受
け
た
日
の

属
す
る
年
度
の
翌
年
度
分
の
軽
自
動
車
税
の
種
別
割
に
限
り
、
同
条
第
２
号
ア
（
イ
）
中
「
３
，

９
０
０
円
」
と
あ
る
の
は
「
２
，
０
０
０
円
」
と
、
同
号
ア
（
ウ
）
①
中
「
６
，
９
０
０
円
」

と
あ
る
の
は
「
３
，
５
０
０
円
」
と
す
る
。
 

４
 
法
附
則
第
３
０
条
第
４
項
の
規
定
の
適
用
を
受
け
る
３
輪
以
上
の
ガ
ソ
リ
ン
軽
自
動
車
（
前

項
の
規
定
の
適
用
を
受
け
る
も
の
を
除
き
、
営
業
用
の
乗
用
の
も
の
に
限
る
。）

に
対
す
る
第
８

２
条
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
、
当
該
ガ
ソ
リ
ン
軽
自
動
車
が
令
和
４
年
４
月
１
日
か
ら
令
和

７
年
３
月
３
１
日
ま
で
の
間
に
初
回
車
両
番
号
指
定
を
受
け
た
場
合
に
は
、
当
該
初
回
車
両
番

号
指
定
を
受
け
た
日
の
属
す
る
年
度
の
翌
年
度
分
の
軽
自
動
車
税
の
種
別
割
に
限
り
、
同
条
第

２
号
ア
（
イ
）
中
「
３
，
９
０
０
円
」
と
あ
る
の
は
「
３
，
０
０
０
円
」
と
、
同
号
ア
（
ウ
）

①
中
「
６
，
９
０
０
円
」
と
あ
る
の
は
「
５
，
２
０
０
円
」
と
す
る
。
 

（
軽
自
動
車
税
の
種
別
割
の
賦
課
徴
収
の
特
例
）
 

第
１
６
条
の
２
 
市
長
は
、
軽
自
動
車
税
の
種
別
割
の
賦
課
徴
収
に
関
し
、
３
輪
以
上
の
軽
自
動

車
が
前
条
第
２
項
か
ら
第
４
項
ま
で
の
規
定
の
適
用
を
受
け
る
３
輪
以
上
の
軽
自
動
車
に
該
当

す
る
か
ど
う
か
の
判
断
を
す
る
と
き
は
、
国
土
交
通
大
臣
の
認
定
等
（
法
附
則
第
３
０
条
の
２

第
１
項
に
規
定
す
る
国
土
交
通
大
臣
の
認
定
等
を
い
う
。
次
項
に
お
い
て
同
じ
。）

に
基
づ
き
当

該
判
断
を
す
る
も
の
と
す
る
。
 

２
 
略
 

３
 
前
項
の
規
定
の
適
用
が
あ
る
場
合
に
お
け
る
納
付
す
べ
き
軽
自
動
車
税
の
種
別
割
の
額
は
、

４
月
１
日
か
ら
令
和
５
年
３
月
３
１
日
ま
で
の
間
に
初
回
車
両
番
号
指
定
を
受
け
た
場
合
に
は

令
和
５
年
度
分
の
軽
自
動
車
税
の
種
別
割
に
限
り
、
第
２
項
の
表
の
左
欄
に
掲
げ
る
同
条
の
規

定
中
同
表
の
中
欄
に
掲
げ
る
字
句
は
、
そ
れ
ぞ
れ
同
表
の
右
欄
に
掲
げ
る
字
句
と
す
る
。
 

７
 
法
附
則
第
３
０
条
第
７
項
の
規
定
の
適
用
を
受
け
る
３
輪
以
上
の
ガ
ソ
リ
ン
軽
自
動
車
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
（
営
業
用
の
乗
用
の
も
の
に
限
る
。）

に
対
す
る
第
８
２
条
の
規
定
の
適
用
に

つ
い
て
は
、
当
該
ガ
ソ
リ
ン
軽
自
動
車
が
令
和
３
年
４
月
１
日
か
ら
令
和
４
年
３
月
３
１
日
ま

で
の
間
に
初
回
車
両
番
号
指
定
を
受
け
た
場
合
に
は
令
和
４
年
度
分
の
軽
自
動
車
税
の
種
別
割

に
限
り
、
当
該
ガ
ソ
リ
ン
軽
自
動
車
が
令
和
４
年
４
月
１
日
か
ら
令
和
５
年
３
月
３
１
日
ま
で

の
間
に
初
回
車
両
番
号
指
定
を
受
け
た
場
合
に
は
令
和
５
年
度
分
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
の
軽
自
動
車
税
の
種
別
割
に
限
り
、
第
３
項
の
表
の
左
欄
に
掲
げ
る

同
条
の
規
定
中
同
表
の
中
欄
に
掲
げ
る
字
句
は
、
そ
れ
ぞ
れ
同
表
の
右
欄
に
掲
げ
る
字
句
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
と
す
る
。
 

８
 
法
附
則
第
３
０
条
第
８
項
の
規
定
の
適
用
を
受
け
る
３
輪
以
上
の
ガ
ソ
リ
ン
軽
自
動
車
（
前

項
の
規
定
の
適
用
を
受
け
る
も
の
を
除
き
、
営
業
用
の
乗
用
の
も
の
に
限
る
。）

に
対
す
る
第
８

２
条
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
当
該
ガ
ソ
リ
ン
軽
自
動
車
が
令
和
３
年
４
月
１
日
か
ら
令

和
４
年
３
月
３
１
日
ま
で
の
間
に
初
回
車
両
番
号
指
定
を
受
け
た
場
合
に
は
令
和
４
年
度
分
の

軽
自
動
車
税
の
種
別
割
に
限
り
、
当
該
ガ
ソ
リ
ン
軽
自
動
車
が
令
和
４
年
４
月
１
日
か
ら
令
和

５
年
３
月
３
１
日
ま
で
の
間
に
初
回
車
両
番
号
指
定
を
受
け
た
場
合
に
は
令
和
５
年
度
分
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
の
軽
自
動
車
税
の
種
別
割
に
限
り
、
第
４
項

の
表
の
左
欄
に
掲
げ
る
同
条
の
規
定
中
同
表
の
中
欄
に
掲
げ
る
字
句
は
、
そ
れ
ぞ
れ
同
表
の
右

欄
に
掲
げ
る
字
句
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
と
す
る
。
 

（
軽
自
動
車
税
の
種
別
割
の
賦
課
徴
収
の
特
例
）
 

第
１
６
条
の
２
 
市
長
は
、
軽
自
動
車
税
の
種
別
割
の
賦
課
徴
収
に
関
し
、
３
輪
以
上
の
軽
自
動

車
が
前
条
第
２
項
か
ら
第
８
項
ま
で
の
規
定
の
適
用
を
受
け
る
３
輪
以
上
の
軽
自
動
車
に
該
当

す
る
か
ど
う
か
の
判
断
を
す
る
と
き
は
、
国
土
交
通
大
臣
の
認
定
等
（
法
附
則
第
３
０
条
の
２

第
１
項
に
規
定
す
る
国
土
交
通
大
臣
の
認
定
等
を
い
う
。
次
項
に
お
い
て
同
じ
。）

に
基
づ
き
当

該
判
断
を
す
る
も
の
と
す
る
。
 

２
 
略
 

３
 
前
項
の
規
定
の
適
用
が
あ
る
場
合
に
お
け
る
納
付
す
べ
き
軽
自
動
車
税
の
種
別
割
の
額
は
、
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同
項
の
不
足
額
に
、
こ
れ
に
１
０
０
分
の
３
５
の
割
合
を
乗
じ
て
計
算
し
た
金
額
を
加
算
し
た

金
額
と
す
る
。
 

第
１
６
条
の
３
～
第
１
７
条
 
略
 

（
優
良
住
宅
地
の
造
成
等
の
た
め
に
土
地
等
を
譲
渡
し
た
場
合
の
長
期
譲
渡
所
得
に
係
る
市
民

税
の
課
税
の
特
例
）
 

第
１
７
条
の
２
 
昭
和
６
３
年
度
か
ら
令
和
８
年
度
ま
で
の
各
年
度
分
の
個
人
の
市
民
税
に
限

り
、
所
得
割
の
納
税
義
務
者
が
前
年
中
に
前
条
第
１
項
に
規
定
す
る
譲
渡
所
得
の
基
因
と
な
る

土
地
等
（
租
税
特
別
措
置
法
第
３
１
条
第
１
項
に
規
定
す
る
土
地
等
を
い
う
。
以
下
こ
の
条
に

お
い
て
同
じ
。）

の
譲
渡
（
同
項
に
規
定
す
る
譲
渡
を
い
う
。
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
同
じ
。）

を
し
た
場
合
に
お
い
て
、
当
該
譲
渡
が
優
良
住
宅
地
等
の
た
め
の
譲
渡
（
法
附
則
第
３
４
条
の

２
第
１
項
に
規
定
す
る
優
良
住
宅
地
等
の
た
め
の
譲
渡
を
い
う
。）
に
該
当
す
る
と
き
に
お
け
る

前
条
第
１
項
に
規
定
す
る
譲
渡
所
得
（
次
条
の
規
定
の
適
用
を
受
け
る
譲
渡
所
得
を
除
く
。
次

項
に
お
い
て
同
じ
。）
に
係
る
課
税
長
期
譲
渡
所
得
金
額
に
対
し
て
課
す
る
市
民
税
の
所
得
割
の

額
は
、
前
条
第
１
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
場
合
の
区
分
に
応
じ
、
当

該
各
号
に
定
め
る
金
額
に
相
当
す
る
額
と
す
る
。
 

 
（
１
）・
（
２
）
 
略
 

２
 
前
項
の
規
定
は
、
昭
和
６
３
年
度
か
ら
令
和
８
年
度
ま
で
の
各
年
度
分
の
個
人
の
市
民
税
に

限
り
、
所
得
割
の
納
税
義
務
者
が
前
年
中
に
前
条
第
１
項
に
規
定
す
る
譲
渡
所
得
の
基
因
と
な

る
土
地
等
の
譲
渡
を
し
た
場
合
に
お
い
て
、
当
該
譲
渡
が
確
定
優
良
住
宅
地
等
予
定
地
の
た
め

の
譲
渡
（
法
附
則
第
３
４
条
の
２
第
５
項
に
規
定
す
る
確
定
優
良
住
宅
地
等
予
定
地
の
た
め
の

譲
渡
を
い
う
。
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
同
じ
。）

に
該
当
す
る
と
き
に
お
け
る
前
条
第
１
項
に
規

定
す
る
譲
渡
所
得
に
係
る
課
税
長
期
譲
渡
所
得
金
額
に
対
し
て
課
す
る
市
民
税
の
所
得
割
に
つ

い
て
準
用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
当
該
譲
渡
が
法
附
則
第
３
４
条
の
２
第
１
０
項
の
規

定
に
該
当
す
る
こ
と
と
な
る
と
き
は
、
当
該
譲
渡
は
確
定
優
良
住
宅
地
等
予
定
地
の
た
め
の
譲

渡
で
は
な
か
っ
た
も
の
と
み
な
す
。
 

３
 
略
 

第
１
７
条
の
３
～
第
２
４
条
 
略
 

（
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症
等
に
係
る
寄
附
金
税
額
控
除
の
特
例
）
 

第
２
５
条
 
所
得
割
の
納
税
義
務
者
が
、
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症
等
の
影
響
に
対
応
す
る

た
め
の
国
税
関
係
法
律
の
臨
時
特
例
に
関
す
る
法
律
（
令
和
２
年
法
律
第
２
５
号
 
 
 
 
 
 

同
項
の
不
足
額
に
、
こ
れ
に
１
０
０
分
の
１
０
の
割
合
を
乗
じ
て
計
算
し
た
金
額
を
加
算
し
た

金
額
と
す
る
。
 

第
１
６
条
の
３
～
第
１
７
条
 
略
 

（
優
良
住
宅
地
の
造
成
等
の
た
め
に
土
地
等
を
譲
渡
し
た
場
合
の
長
期
譲
渡
所
得
に
係
る
市
民

税
の
課
税
の
特
例
）
 

第
１
７
条
の
２
 
昭
和
６
３
年
度
か
ら
令
和
５
年
度
ま
で
の
各
年
度
分
の
個
人
の
市
民
税
に
限

り
、
所
得
割
の
納
税
義
務
者
が
前
年
中
に
前
条
第
１
項
に
規
定
す
る
譲
渡
所
得
の
基
因
と
な
る

土
地
等
（
租
税
特
別
措
置
法
第
３
１
条
第
１
項
に
規
定
す
る
土
地
等
を
い
う
。
以
下
こ
の
条
に

お
い
て
同
じ
。）

の
譲
渡
（
同
項
に
規
定
す
る
譲
渡
を
い
う
。
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
同
じ
。）

を
し
た
場
合
に
お
い
て
、
当
該
譲
渡
が
優
良
住
宅
地
等
の
た
め
の
譲
渡
（
法
附
則
第
３
４
条
の

２
第
１
項
に
規
定
す
る
優
良
住
宅
地
等
の
た
め
の
譲
渡
を
い
う
。）
に
該
当
す
る
と
き
に
お
け
る

前
条
第
１
項
に
規
定
す
る
譲
渡
所
得
（
次
条
の
規
定
の
適
用
を
受
け
る
譲
渡
所
得
を
除
く
。
次

項
に
お
い
て
同
じ
。）
に
係
る
課
税
長
期
譲
渡
所
得
金
額
に
対
し
て
課
す
る
市
民
税
の
所
得
割
の

額
は
、
前
条
第
１
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
場
合
の
区
分
に
応
じ
、
当

該
各
号
に
定
め
る
金
額
に
相
当
す
る
額
と
す
る
。
 

 
（
１
）・
（
２
）
 
略
 

２
 
前
項
の
規
定
は
、
昭
和
６
３
年
度
か
ら
令
和
５
年
度
ま
で
の
各
年
度
分
の
個
人
の
市
民
税
に

限
り
、
所
得
割
の
納
税
義
務
者
が
前
年
中
に
前
条
第
１
項
に
規
定
す
る
譲
渡
所
得
の
基
因
と
な

る
土
地
等
の
譲
渡
を
し
た
場
合
に
お
い
て
、
当
該
譲
渡
が
確
定
優
良
住
宅
地
等
予
定
地
の
た
め

の
譲
渡
（
法
附
則
第
３
４
条
の
２
第
５
項
に
規
定
す
る
確
定
優
良
住
宅
地
等
予
定
地
の
た
め
の

譲
渡
を
い
う
。
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
同
じ
。）

に
該
当
す
る
と
き
に
お
け
る
前
条
第
１
項
に
規

定
す
る
譲
渡
所
得
に
係
る
課
税
長
期
譲
渡
所
得
金
額
に
対
し
て
課
す
る
市
民
税
の
所
得
割
に
つ

い
て
準
用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
当
該
譲
渡
が
法
附
則
第
３
４
条
の
２
第
１
０
項
の
規

定
に
該
当
す
る
こ
と
と
な
る
と
き
は
、
当
該
譲
渡
は
確
定
優
良
住
宅
地
等
予
定
地
の
た
め
の
譲

渡
で
は
な
か
っ
た
も
の
と
み
な
す
。
 

３
 
略
 

第
１
７
条
の
３
～
第
２
４
条
 
略
 

（
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症
等
に
係
る
寄
附
金
税
額
控
除
の
特
例
）
 

第
２
５
条
 
所
得
割
の
納
税
義
務
者
が
、
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症
等
の
影
響
に
対
応
す
る

た
め
の
国
税
関
係
法
律
の
臨
時
特
例
に
関
す
る
法
律
（
令
和
２
年
法
律
第
２
５
号
。
次
条
に
お
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）
第
５
条
第
４
項
に
規
定
す
る
指
定

行
事
の
う
ち
、
市
長
が
指
定
す
る
も
の
の
中
止
若
し
く
は
延
期
又
は
そ
の
規
模
の
縮
小
に
よ
り

生
じ
た
当
該
指
定
行
事
の
入
場
料
金
、
参
加
料
金
そ
の
他
の
対
価
の
払
戻
し
を
請
求
す
る
権
利

の
全
部
又
は
一
部
の
放
棄
を
同
条
第
１
項
に
規
定
す
る
指
定
期
間
内
に
し
た
場
合
に
は
、
当
該

納
税
義
務
者
が
そ
の
放
棄
を
し
た
日
の
属
す
る
年
中
に
法
附
則
第
６
０
条
第
４
項
に
規
定
す
る

市
町
村
放
棄
払
戻
請
求
権
相
当
額
の
法
第
３
１
４
条
の
７
第
１
項
第
３
号
に
掲
げ
る
寄
附
金
を

支
出
し
た
も
の
と
み
な
し
て
、
第
３
４
条
の
７
の
規
定
を
適
用
す
る
。
 

い
て
「
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症
特
例
法
」
と
い
う
。）

第
５
条
第
４
項
に
規
定
す
る
指
定

行
事
の
う
ち
、
市
長
が
指
定
す
る
も
の
の
中
止
若
し
く
は
延
期
又
は
そ
の
規
模
の
縮
小
に
よ
り

生
じ
た
当
該
指
定
行
事
の
入
場
料
金
、
参
加
料
金
そ
の
他
の
対
価
の
払
戻
し
を
請
求
す
る
権
利

の
全
部
又
は
一
部
の
放
棄
を
同
条
第
１
項
に
規
定
す
る
指
定
期
間
内
に
し
た
場
合
に
は
、
当
該

納
税
義
務
者
が
そ
の
放
棄
を
し
た
日
の
属
す
る
年
中
に
法
附
則
第
６
０
条
第
４
項
に
規
定
す
る

市
町
村
放
棄
払
戻
請
求
権
相
当
額
の
法
第
３
１
４
条
の
７
第
１
項
第
３
号
に
掲
げ
る
寄
附
金
を

支
出
し
た
も
の
と
み
な
し
て
、
第
３
４
条
の
７
の
規
定
を
適
用
す
る
。
 

 
 

 


